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1. 経営戦略策定(改定版)の趣旨 

1-1. 経営戦略とは 

「経営戦略」は、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していく

ための中長期的な基本計画であり、総務省から各公営企業に対し「公営企業の

経営に当たっての留意事項について」（平成 26年８月）により策定が求められ

ております。経営戦略の中心となるのが「投資・財政計画」で、施設・設備に

関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源の見通しを試算した

計画（財源試算）を構成要素とし、投資以外の経費も含めた上で、収入と支出

が均衡するよう調整した収支計画です。豊見城市では、先行して地方公営企業

法が適用されていた水道事業と、平成 31 年 4 月から同法の適用となった下水

道事業（公共下水道事業、農業集落排水事業）について、令和 2 年度に「豊見

城市上下水道事業経営戦略」を策定しました。 

その後、総務省は、「「経営戦略」の策定・改定の更なる推進について」（平

成 31 年 3 月）及び「「経営戦略」の改定推進について」（令和 4 年 1 月）に

より、各公営企業に対し、策定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏まえつ

つ、PDCA サイクルを通じて質を高めていくため、3 年から 5 年以内の見直し

を行うことを求めています。豊見城市においても令和 2 年度の策定から 3 年

が経過し、その期間中、新型コロナウイルス感染症の蔓延や、節水型社会の進

行に伴う料金等の収入の延伸鈍化などの影響により、今後は、より厳しい経営

環境へと変化することが予想されます。このことから、将来の使用料改定も見

据え、現状把握・分析、将来予測等を詳細に行い、健全で安定した経営を維持

するための経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上を図るため、総務省よ

り示された「経営戦略策定・改定ガイドライン」（H31 年 3 月）や「経営戦略

策定・改定マニュアル」（令和 4 年 1 月）等、各種通知を踏まえ、「豊見城市

上下水道事業経営戦略」の改定を行うこととしました。 

 

 

 

 

 

 



別添１－２　（水道事業）

令和 7(2025) 年 3 月

令和 6(2024) 年度 令和 15(2033)

１．事業概要

（１） 事業の現況（令和5（2023）年度末）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

*1：実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に20㎥を乗じた金額。(家事用のみではなく、他の用途も含めた値。)

　共同住宅等、２戸（世帯）以上で市が設置した量水器のみで計量、集金する方法で、連合専用給
水装置の届出を行った場合に適用します。この制度を適用すると各戸が均等に使用したものとみな
して料金を計算するため、全体を一戸として計算する場合に比べ、料金が安くなる場合があります。

　条例上の使用料
（家事用：20㎥あたり）

＊直近3過年度分を掲載

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方
(私設消火栓：演習
用 )

　私設の消火栓とは、消防法等により設置が義務付けられ、建物所有者の負担で設置される消防用
設備です。１基あたり10分間ごとに料金をご負担いただいています。

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方
(専用給水：臨時用)

　臨時用とは、工事、興行、売店等短期間臨時用に水道を使用する場合をいいます。
他の料金体系とは異なり、基本料金の設定はなく、使用水量に応じた従量料金をご負担いただいて
います。

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方
(専用給水：浴場営
業 用 )

　浴場営業用とは、一般公衆浴場営業の用途に水道を使用する場合をいいます。
使用料の有無に係わらず付加される基本料金（100㎥まで）に、使用水量に応じた従量料金をご負
担いただいています。

別添１－２

豊見城市水道事業経営戦略（令和６年度版）

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

施 設 利 用 率 72.67

施 設 数

策 定 日 ：

年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

0

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方
(専用給水：家事用)

施 設 能 力

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

令和3年度：3,420円（税込：3,762円）

令和4年度：3,420円（税込：3,762円）

豊見城市

令和5年度：3,420円（税込：3,762円）

実質的な使用料*1

（20㎥あたり）
＊直近3過年度分を掲載

水道事業

計 画 期 間 ：

7

～

管 路 延 長

3.48

供 用 開 始 年 月 日 Ｓ ４ ３ (1968) 　年 10 月 日

水 源

304.179
千ｍ

20,590

令和3年度：4,243円（税込：4,667円）

令和4年度：4,258円（税込：4,683円）

　豊見城市は二部料金制を採用しています。
使用水量の有無に係わらず付加される基本料金（８㎥まで）に、使用水量に応じた従量料金をご負
担いただいています。また、本市は、下記料金表のとおり、使用水量の増加に応じて水量区分ごとの
単価が高くなる「逓増制料金体系（累進料金制）」を採用しています。

令和5年度：4,280円（税込：4,708円）

計 画 給 水 人 口 69,330

現 在 給 水 人 口 65,719法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分 全部適用

㎥／日

令 和 7 年 4 月 1 日

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方
(専用給水：営業・団
体 用 ・ そ の 他 )

　豊見城市は二部料金制を採用しています。
使用水量の有無に係わらず付加される基本料金（８㎥まで）に、使用水量に応じた従量料金をご負
担いただいています。また、本市は、下記料金表のとおり、使用水量の増加に応じて水量区分ごとの
単価が高くなる「逓増制料金体系（累進料金制）」を採用しています。家事用に比較し、高値に設定
しています。

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方
( 連 合 専 用 給 水 装
置 ： 連 合 専 用 )

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他
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別添１－２　（水道事業）

＜料金表（税抜）＞　*豊見城市水道給水条例第25条より抜粋。

④ 組　織

（例）

＜組織体制＞

＜職員数・職種・年齢構成等＞
総務課 施設課 合計

61歳～ 0 人 1 人 1 人

51～60歳 2 人 2 人 4 人

41～50歳 3 人 4 人 7 人

31～40歳 3 人 7 人 10 人

～30歳 1 人 2 人 3 人

合計 9 人 16 人 25 人

*部長は、総務課でカウント

（２）

　豊見城市上下水道部の組織体制は、1部2課で構成されており、令和6年4月1日現在では、職員25名の体制となっています。
　水道事業関連の職員数については、18名となっています。

これまでの主な経営健全化の取組

 収納業務、検針業務、給水停止、開閉栓などの窓口業務、施設の維持管理（中央監視制御装置等電気計装設備保守点検
業）等において、専門性が高い業務を外部委託を行い、職員数の削減や経費の縮減に努めてきました。
　徴収業務については、下水道事業の使用料徴収業務を受託しており、利便性の向上や経費の削減を図りながら、効率的で
安定的な収入を確保しています。料金支払い方法についても通常の口座振替に加え、コンビニ収納やスマホ決済を開始し、利
便性の向上を図っています。

上下水道部

総務課

上水道管理班

上水道工事班

下水道管理班

下水道工事班

施設課

総務班

経理班

参事

水量 料金 水量 料金

９から20立方メートルまで 220円

21から35立方メートルまで 280円

36から50立方メートルまで 310円

51立方メートル以上 330円

11から30立方メートルまで 320円

31から50立方メートルまで 350円

51から100立方メートルまで 380円

101立方メートル以上 400円

浴場営業用
100立方メートル
まで

21,000円 101立方メートル以上 120円

臨時用
１立方メートル
につき

520円

11から30立方メートルまで 320円

31から50立方メートルまで 350円

51から100立方メートルまで 380円

101立方メートル以上 400円

私設
消火
栓

演習用
１基１回 10分間
ごと

2,700円

連合
専用
給水
装置

連合専用

全戸数が家庭用の場合は、使用水量各戸が平均に使用したものとみ
なし、家事用で算定する。ただし、雑居ビル等は家事用の戸数で除
し、１戸平均が25立方メートルまで使用した場合は家事用で、25立
方メートルを超える水量については営業用で徴収する。なお、空き
家が生じても戸数とみなす。

営業用
団体用

専用
給水
装置

家事用
８立方メートル
まで

1,600円

10立方メートル
まで

2,700円

その他用
10立方メートル
まで

2,700円

種別 用途

基本料金

（１月につき）

超過料金

（１月１立方メートルにつき）
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別添１－２　（水道事業）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

　直近の令和3年度決算時点の豊見城市水道事業の経営状況を示す「経営比較分析表」 から 、経営の健全性・効率性、財務
の健全性、施設の効率性、老朽化の状況 について分析しました 。 分析に用いた 「経営比較分析表」 につきましては末尾に添
付しました。

①経営の健全性・効率性(経常収支比率・累積欠損金比率・料金回収率・給水原価)
　経営の健全性・効率性については、経常収支比率(120.08)が100％ を超え、全国及び類似団体平均値を上回っており、健全
な経営状況です。また、営業収益に対する累積欠損金の状況を示す累積欠損金比率についても0％となっており、経営の健全
性が示されています。料金回収率(118.05)については、全国及び類似団体平均値を上回る値で、100％以上となっており、給水
にかかる費用を給水収益で賄えており、適切な料金収入が確保されています。一方で、有収水量１㎥当たりの費用を示す給水
原価については、起伏の多い地理的条件の影響からか全国及び類似団体平均を大きく上回っています。今後の維持管理経費
の削減など経営改善の検討を行う必要があります。
　
②財務の健全性(流動比率・企業債残高対給水収益比率)
　財務の健全性については、流動比率が483.04％と 100％を大きく超えており短期的な流動性が確保できている状況です。し
かしながら、当該値の推移については、年々減少傾向にあり、支払能力を高めるための経営改善を継続して図る必要がありま
す。また、下水道事業会計への貸付金増加も悪化要因となっており、改善の必要があります。
　また、企業債残高対給水収益比率が全国及び類似団体平均値と比べて非常に低く、良好な状況ですが、必要な更新が先送
りされていないか等の検証を定期的に行う必要があります。

③施設の効率性(施設利用率・有収率)
　施設の効率性については、施設利用率が全国及び類似団体平均値と比較し、高水準にあり、施設を遊休化せずに効率的に
利用できています。今後も継続して、施設利用状況や規模等について注視し、施設の効率性を保つ必要があります。有収率は
90 ％以上と高い水準を維持しています。

④ 老朽化の状況
　老朽化の状況については、本市水道事業の送配水管整備は昭和44(1969)年度から始まっており、令和3年度末時点で法定
耐用年数の40年を超えている送配水管は全体の約14.42％ですが、今後は耐用年数を超える資産が急速に増加していくことか
ら、中長期を見通した更新計画を立て、計画的に更新を行っていく必要があります。また、有形固定資産減価償却率は上昇傾
向で推移していることから、法定耐用年数を迎えている設備の更新を適切な時期に行えているか等の検証も必要です。

※　直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

給水人口の予測

　2015 年国勢調査データに基づく人口推計（社人研推計準拠）によれば、2040 年に向けて人口増が続くものの、2045 年以降
は人口減が見込まれています。この中では、子ども女性比率（≒出生率）は沖縄県全体の値よりも高く設定されているものの年
少人口（0 ～ 14 歳）は 2025 年をピークにして微減が見込まれており、生産年齢人口（15 ～ 64 歳）においても 2030 年をピー
クにして微減が見込まれるのに対して、老年人口（65 歳以上）については 2055 年のピークに向けて、5 年毎に1,000 ～ 2,000
人程度の増加が見込まれています。
　また、地区別には豊見城、宜保、真玉橋、豊崎は 2045 年に向けて人口増の推計となっていますが、その他の大半の地区で
はほぼ横ばいの推計となっています。
　このような中長期的な見込みに対して、市街化の拡大等の住環境づくりや、企業立地の促進等を含めた雇用の確保等により
転入促進を図るとともに、健康づくり等による健康長寿社会の実現を目指すことで、目標人口を引き続き 70,000 人と設定し、中
長期的にこれを上回ることを目指すこととしています。
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別添１－２　（水道事業）

（２）

（３）

（４） 組織の見通し

料金収入の見通し

　料金収入については、上記の給水人口予測を加味した年間有収水量予測に、過去3年間の供給単価平均 209 円/㎥を乗じ
て算出しています。給水人口増を反映し、増加傾向であるものの、節水型社会の進行による水需要の減少や受水価格の改定
などが予測され、増収しても厳しい経営環境になると予想されます。

　豊見城市上下水総部の組織体制は、1部2課で構成されており、令和6年4月1日現在では、職員25名の体制となっています。
水道事業関連の職員数については、18名となっています。今後急速に老朽化していく水道施設の更新や人口増などの対応を
推進していくための適正な職員数や配置について検討を行う必要があります。
 また、企業経営・企業会計に対応できる人材の育成や業務・工務の技術・知識継承の面では、水道事業経験を有する再任用
職員などのベテラン職員の活用と合わせて長期的な人員配置による人材の育成に努めていきます。
　また、人材育成のために、 職員を積極的に研修派遣します。

　豊見城市の水需要の予測については、直近(令和４年度)の年間有収水量(㎥/年)に人口の伸び率の予測値を乗じて、有収水
量を予測しています。
　豊見城市の給水人口は、昭和53年より普及率100％を維持しており、将来の人口推計と同じく、増加していくものと予測されま
す。年間有収水量についても人口増に伴い、増加していき、経営戦略計画期間である令和6年度(2024年:6,728,531㎥/年)と10
年後の令和16年度(2033年:7,063,409㎥/年)を比較し、4.9％増加になる見通しとなります。

水需要の予測
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別添１－２　（水道事業）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

　水道は、市民の生活に欠かせないものであり、将来にわたって高い安全性が求められる施設であるため、常に良好な状態に
整備し、施設の長寿命化・耐震化及び管路の更新を進める必要があります。
　豊見城市は、令和2年度にアセットマネジメント計画を策定し、水道施設の現状把握を行い、更新投資の平準化を可能にして
おります。各施設の法定耐用年数を下記の条件により、重要度・優先度を考慮した更新需要を決定し、建設改良費は、令和6年
度以降、３億円台で推移する見通しです。

① 管路・・・・・・耐用年数2.0 倍
「豊見城市管路更新・耐震事業計画」において優先順位が比較的低いとした管路については、耐用年数2.0 倍を見込みその他
の施設更新を優先とした。
② 土木構造物・・・耐用年数1.5 倍
経年劣化（鉄筋腐食、コンクリートの中性化、内外面塗膜の剥離等）に対しては部分補修で対応し、構造物単位での更新を延
命化できると判断した。
③ 建築構造物・・・耐用年数1.5 倍
経年劣化（鉄筋腐食、コンクリートの中性化、内外面塗膜の剥離等）に対しては部分補修で対応し、構造物単位での更新を延
命化できると判断した。
④ 機械設備・・・・耐用年数2.0 倍
定期点検や部品単位での交換等のメンテナンスを行うことで機器単位での更新を延命化できると判断した。
⑤ 電気設備・・・・耐用年数2.0 倍
定期点検や部品単位での交換等のメンテナンスを行うことで機器単位での更新を延命化できると判断した。
⑥ 計装設備・・・・耐用年数1.0 倍
計装設備は新技術の応用や部品供給のサイクル等が早いことから、従来の耐用年数以上に延命化させることは難しいと判断し
た。

【計画中の主な更新事業】
　　～2031年　　認可事業優先
　　　2032年　　高安後原ポンプ場機械電気、各配水池、ポンプ場、分岐点計装
　　　2033年　　ニュータウンポンプ場機械電気、嘉数増圧ポンプ場機械電気
*アセットマネジメント計画報告書P.3-8より(豊見城市水道事業変更認可申請書作成委託業務)

*ストックマネジメントは、施設の修繕・改築等を最適化するための長期的な計画や施策。アセットマネジメントは、ストックマネジメントに財源（収支）と人材(組織体制や技術者の配置)を加えた考え方。

　

投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

目 標 いつでも安心して飲める水道水を安定的に供給します。

　豊見城市の水道事業は、昭和43年に事業創設認可を受け、令和5年度には通水55年を迎えました。この期間、事業認可を取
得しながら施設整備を行い、水道未普及地域の解消、給水区域を拡大しつつ、安全でおいしい水道水を安定供給してきまし
た。 近年は、人口増が続く中でも単身世帯の増加や節水型社会の進行等により、水道事業の収入の大部分をしめる料金収入
の大幅な増収は見込めない状況です。
　このような状況の中、中長期的視野を持って、今後の「投資計画」を踏まえた「財政計画」をまとめ、水道事業が持続可能で健
全かつ安定した経営継続していくための経営方針として、総務省の「経営戦略策定・改定ガイドライン」及び「経営戦略策定・改
定マニュアル」に基づき、令和2年度に策定した「豊見城市上下水道事業経営戦略」を改定し、経営の基本指針とします。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明
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別添１－２　（水道事業）

*グラフはアセットマネジメント計画の
総事業費より抜粋。

法定耐用年数で更新した場合 重要度・優先度等を踏まえた場合

事業費

結果

　40年間での更新事業費は187億円を超え、2040～2044
年にかけては23億円近くの事業費となる。
　また、耐用年数を迎えた管路が集中する2020～2024年
においても事業費が集中しており、2060～2064年にかけ
ては更に管路の再更新とその他施設の事業費が重複して
いる。

　40年間での更新事業費は114億円となり、最大事業費
は2030～2034年の16億5千万円となる。

評価

　更新需要の集中する年が発生するため、年度別の事業
費差が大きい。
　耐用年数以外の更新基準を検討し事業費の平準化を図
る必要がある。

　更新基準に重要度、優先度を設定したことにより、年
度別の事業費が平準化された。
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別添１－２　（水道事業）

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

　水道事業の経営状況を鑑み、現在は検討していませんが、①長期契約（原則10年）、②
性能発注、③維持管理と更新の一体マネジメント、④プロフィットシェア(利益分配)を要件と
するウォーターPPPを含め、導入について研究をしていきます。

　豊見城市では令和２年度に水道施設のアセットマネジメント計画を策定しています。この
計画を継続していくことで投資額を平準化します。

※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け
　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

目 標

①収益的収支(当期純利益）の継続的な黒字化を図ります。
②運転資金を給水収益の1 年分である約14億円以上の確保を目指します。
※運転資金については、水道事業の資金残高で、流動資産から流動負債を控除した額とします。(令和４年度決算:1,339,764千円)

③健全経営を持続するため、適切な料金設定については、適宜、必要性を検証します。
④料金改定を行う際には、市民への負担を最小限にします。

②　収支計画のうち財源についての説明

　今後、増加すると見込まれる更新需要や必要な事業に充てる運転資金を確保するためには、継続的に健全な収支バランスを維持（当期純利益を確保）する必要があり
ます。令和３年度において、料金回収率が118.05％であり、給水に係る費用が給水収益で賄えていることを示す水準である100％を上回っています。今後も引き続き、計
画期間中のすべての年度において料金回収率100％以上を維持します。また、経常収支比率も同様に、継続して、健全な経営状況を示す100％を上回ることを維持しま
す。
　また、安定した経営を行うためには運転資金を確保することが重要であるため、現在の給水収益の１年分に相当する約14 億円を最低限保有すべき運転資金として確保
することを目指します。
　原価計算書によりますと、資産維持費を含めた収支が赤字になっていることから、更なる財務マネジメントを行い、健全経営を目指します。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　今後の水需要の動向に注視しながら、計画的な管路・設備の更新を検討します。今後の
人口増予測を踏まえ、「最大稼働率」、「負荷率」、「施設利用率」等の各指標から、現状を
維持します。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　今後の水需要の動向に注視しながら、計画的な管路・設備の更新を検討します。今後の
人口増予測を踏まえ、「最大稼働率」、「負荷率」、「施設利用率」等の各指標から、より一層
の経営の効率化を図るため、各種システムについては更新の際、新たな技術の活用を検
討します。

そ の 他 の 取 組
　特にありません。

広 域 化

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

  広域化等については、他自治体との情報交換を積極的に行いながら、 意見交換等を通
じて、協力・連携を図ります。

・職員給与費：現在の組織が維持されるものとして、令和7年度予算額をもとに計上しています。
・修繕費：　経常的な経費であるが、昨今の社会経済情勢を鑑み、令和7年度予算額に毎年2%ずつ上乗せしています。
・動力費：　経常的な経費であるが、昨今の社会経済情勢を鑑み、令和7年度予算額に毎年2%ずつ上乗せしています。
・受水費：　有収率を96％と設定してます。また、沖縄県企業局にて水道料金の改定の動きがあることから、改定スケジュールを反映させて計上しています。
・減価償却費：　既存資産の減価償却費見込みに加えて、新規資産の減価償却費見込みを計上しています。
・支払利息：　償還予定表より算出しています
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別添１－２　（水道事業）

②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

繰 入 金

・本経営戦略を推進するにあたり、物価高騰などの社会経済情勢の変化や法令、制度の改
正などの外的な影響の変化を踏まえ、企業職員で構成する「経営戦略専門委員会」を設置
して、ＰＤＣＡサイクルを活用した毎年度の事業評価及び進捗確認を行います。
　概ね３年から５年に一度、経営戦略の見直しを図る際には、豊見城市の水道事業及び下
水道事業の運営に関する重要な事項について調査審議を行う「豊見城市上下水道事業審
議会」を開催し、時代にあった適切な経営戦略となっているか、第三者の目からも検証を行
います。改定後は、議会に報告するとともに、市ホームページ上に公表し、速やかに市民
へ周知を図ります。
・財務の健全性については、流動比率が483.04％と 100％を大きく超えており短期的な流
動性が確保できている状況であるが、当該値の推移については、年々減少傾向にあり、支
払能力を高めるための経営改善を継続して図る必要があります。今後は、①将来の施設更
新等に備えた財源の確保、②災害時等における緊急時の備え、③沖縄県企業局の水道料
金改定などの必要な支出に備え、中長期的な観点で改善に取り組んでいきます。
・水道料金の改定等については、沖縄県企業局の水道料金改定の状況や今後の社会経
済情勢の状況を勘案しながら、継続して検証します。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　平成21年度以降、新規借入は行っておりませんが、企業債残高および経営・財務指標等
を勘案しながら検討します。

　地方公営企業法及び総務省が定めた公営企業会計への繰出金の基準に基づき、健全
経営を行います。

　収支均衡が図られていることから、現行の料金体系を維持する予定ですが、沖縄県企業
局の水道料金改定の状況や今後の社会経済情勢の状況を勘案しながら、改定の必要性
について継続して検証します。

・資産を適正に管理し、有効活用を検討します。
・現在、民間へ賃貸している旧水道庁舎についても、更なる有効活用策を検討します。

そ の 他 の 取 組

・施設等の有効活用策として、小水力発電設備を用いた再生可能エネルギーの活用につ
いて検討を行いましたが、ポンプ場の水流量で試算した結果、十分な発電量を確保でき
ず、活用は不適格との判断をしました。ゼロエミッションに向けた温室効果ガスの排出削減
に向けた視点で継続して導入の検討を行っていきます。
・R6年度よりAIを活用した管路劣化診断を導入します。劣化度を予測し、更新優先順位付
けなどを効率的に行う。その他、スマートメーター等のDX導入について研究をしていきま
す。

企 業 債
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1
,3

9
2

6
1
,3

9
2

6
1
,3

9
2

6
1
,3

9
2

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

8
,1

5
3

6
0
,7

6
4

6
3
,9

9
9

8
0
,7

9
5

6
7
,3

1
1

6
7
,3

1
1

6
7
,3

1
1

6
7
,3

1
1

6
7
,3

1
1

6
7
,3

1
1

6
7
,3

1
1

6
7
,3

1
1

6
7
,3

1
1

(2
)

9
5
3
,6

1
7

9
6
6
,3

6
7

1
,0

7
9
,2

5
5

1
,2

2
6
,7

3
1

1
,3

2
6
,7

0
1

1
,3

3
7
,5

6
2

1
,3

4
8
,4

9
9

1
,3

5
9
,5

1
0

1
,3

7
0
,6

0
0

1
,3

7
9
,9

1
5

1
,3

8
9
,3

1
0

1
,3

9
8
,7

8
7

4
7
,2

6
3

4
5
,4

0
9

5
5
,9

8
3

6
0
,3

6
0

6
1
,5

6
7

6
2
,7

9
9

6
4
,0

5
5

6
5
,3

3
6

6
6
,6

4
2

6
7
,9

7
5

6
9
,3

3
5

7
0
,7

2
1

4
7
,5

0
8

6
0
,5

4
0

6
3
,9

7
2

6
3
,6

0
4

6
4
,8

7
6

6
6
,1

7
4

6
7
,4

9
7

6
8
,8

4
7

7
0
,2

2
4

7
1
,6

2
8

7
3
,0

6
1

7
4
,5

2
2

2
8
7

3
4
7

1
8
9

2
1
9

2
2
3

2
2
8

2
3
2

2
3
7

2
4
2

2
4
7

2
5
2

2
5
7

8
5
8
,5

5
9

8
6
0
,0

7
1

9
5
9
,1

1
1

1
,1

0
2
,5

4
8

1
,2

0
0
,0

3
4

1
,2

0
8
,3

6
2

1
,2

1
6
,7

1
5

1
,2

2
5
,0

9
0

1
,2

3
3
,4

9
2

1
,2

4
0
,0

6
5

1
,2

4
6
,6

6
3

1
,2

5
3
,2

8
7

(3
)

2
3
2
,1

6
9

2
5
5
,2

4
1

2
6
0
,7

8
0

2
6
7
,7

9
8

2
4
5
,0

4
7

2
4
3
,0

9
9

2
4
3
,7

5
6

2
4
1
,8

6
4

2
4
7
,5

3
5

2
5
0
,4

1
9

2
5
3
,7

7
7

2
5
7
,1

8
0

２
．

1
4
,3

7
5

1
2
,0

0
1

9
,5

0
4

7
,6

4
6

5
,9

9
1

4
,6

9
1

3
,5

2
0

2
,5

6
0

1
,9

4
2

1
,5

2
3

1
,1

8
2

9
2
5

(1
)

1
3
,9

0
4

1
1
,3

9
9

9
,1

4
7

7
,2

8
2

5
,6

2
0

4
,3

1
2

3
,1

3
4

2
,1

6
6

1
,5

4
0

1
,1

1
3

7
6
4

4
9
9

(2
)

4
7
1

6
0
3

3
5
7

3
6
4

3
7
1

3
7
9

3
8
6

3
9
4

4
0
2

4
1
0

4
1
8

4
2
6

(D
)

1
,3

2
6
,9

4
7

1
,3

5
9
,6

7
2

1
,5

0
8
,5

8
9

1
,6

3
9
,0

3
1

1
,7

1
4
,5

9
5

1
,7

2
2
,2

0
8

1
,7

3
2
,6

3
1

1
,7

4
0
,7

9
0

1
,7

5
6
,9

3
3

1
,7

6
8
,7

1
3

1
,7

8
1
,1

2
6

1
,7

9
3
,7

4
9

(E
)

2
6
5
,6

5
6

2
6
7
,2

8
6

1
2
5
,5

5
4

3
5
9
,3

5
7

2
8
5
,0

4
0

2
8
7
,1

6
6

2
8
8
,3

9
1

2
9
0
,6

0
7

2
8
8
,5

2
0

2
8
7
,0

4
0

2
8
5
,4

5
4

2
8
3
,7

3
4

(F
)

4
,0

7
7

2
5
4

4
0
3

4
0

(G
)

5
3
3
3

1
8
,4

9
7

8
3

(H
)

4
,0

7
2

△
 7

8
△

 1
8
,0

9
4

△
 4

3
2
6
9
,7

2
8

2
6
7
,2

0
7

1
0
7
,4

6
0

3
5
9
,3

1
4

2
8
5
,0

4
0

2
8
7
,1

6
6

2
8
8
,3

9
1

2
9
0
,6

0
7

2
8
8
,5

2
0

2
8
7
,0

4
0

2
8
5
,4

5
4

2
8
3
,7

3
4

(I
)

(J
)

1
,6

6
4
,4

5
2

1
,5

6
6
,6

8
0

1
,0

0
2
,7

2
9

1
,1

7
7
,2

5
4

2
0
1
,2

1
8

2
0
3
,0

8
2

1
6
3
,9

8
3

1
9
9
,4

0
0

(K
)

3
2
4
,6

8
7

3
3
3
,9

1
8

2
1
7
,2

0
3

2
4
4
,9

3
9

1
5
4
,4

5
4

1
5
3
,9

6
2

9
0
,6

6
6

1
3
4
,5

3
4

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

1
,4

6
5
,3

7
1

1
,4

8
7
,1

2
1

1
,4

9
3
,3

9
7

1
,8

5
7
,1

1
8

1
,8

6
4
,3

2
8

1
,8

7
5
,5

0
8

1
,8

8
6
,6

8
8

1
,8

9
7
,8

6
8

1
,9

0
9
,0

4
8

1
,9

1
6
,7

2
4

1
,9

2
4
,4

0
0

1
,9

3
2
,0

7
6

(N
)

(O
)

(P
)

（
単

位
：
千

円
，

％
）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

令
和

７
年

度
令

和
１

２
年

度
令

和
１

３
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１

５
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

本
年

度
（
決

算
見

込
）

営
業

収
益

9



様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
水

道
事

業
】

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

決
算

）

１
．

２
．

３
．

４
．

５
．

６
．

1
5
4
,4

6
8

7
0
,2

5
7

9
4
,7

0
0

8
6
,5

0
0

1
7
7
,9

9
0

1
5
6
,5

2
0

1
3
6
,2

1
0

1
7
9
,8

2
0

1
9
4
,1

5
0

1
9
3
,2

0
0

2
0
3
,5

3
0

2
0
0
,0

7
5

７
．

８
．

7
,0

5
6

7
,1

9
6

9
,1

1
0

7
,8

7
6

7
,0

5
6

7
,0

5
6

7
,0

5
6

7
,0

5
6

7
,0

5
6

7
,0

5
6

7
,0

5
6

7
,0

5
6

９
．

2
7
,6

5
4

3
8
,7

6
5

4
9
,8

7
7

6
7
,3

0
5

2
7
,6

5
4

2
7
,6

5
4

2
7
,6

5
4

2
7
,6

5
4

2
7
,6

5
4

2
7
,6

5
4

2
7
,6

5
4

2
7
,6

5
4

(A
)

1
8
9
,1

7
8

1
1
6
,2

1
8

1
5
3
,6

8
7

1
6
1
,6

8
1

2
1
2
,7

0
0

1
9
1
,2

3
0

1
7
0
,9

2
0

2
1
4
,5

3
0

2
2
8
,8

6
0

2
2
7
,9

1
0

2
3
8
,2

4
0

2
3
4
,7

8
5

(B
)

3
1
,3

2
4

(C
)

1
5
7
,8

5
4

1
1
6
,2

1
8

1
5
3
,6

8
7

1
6
1
,6

8
1

2
1
2
,7

0
0

1
9
1
,2

3
0

1
7
0
,9

2
0

2
1
4
,5

3
0

2
2
8
,8

6
0

2
2
7
,9

1
0

2
3
8
,2

4
0

2
3
4
,7

8
5

１
．

4
7
0
,0

1
1

3
0
1
,0

4
5

4
0
3
,3

8
6

4
1
7
,8

8
1

3
7
3
,6

6
7

3
3
1
,0

7
4

2
9
0
,8

0
0

3
7
8
,3

6
7

4
0
7
,3

7
4

4
0
5
,8

2
1

4
2
6
,8

2
9

4
2
0
,2

6
5

1
5
,7

3
3

2
0
,8

0
2

2
5
,8

2
6

2
5
,4

6
3

2
5
,4

6
3

2
5
,4

6
3

2
5
,4

6
3

2
5
,4

6
3

2
5
,4

6
3

2
5
,4

6
3

2
5
,4

6
3

2
5
,4

6
3

２
．

1
0
2
,9

6
1

9
9
,9

9
0

8
6
,6

4
1

8
4
,1

6
5

6
9
,4

8
6

6
5
,5

4
1

5
6
,4

0
6

3
6
,7

4
1

2
4
,9

7
8

1
8
,3

2
2

1
3
,7

3
1

1
0
,1

4
7

３
．

４
．

５
．

1
0
0
,0

0
0

2
4
5
,9

8
0

2
0
0
,0

0
0

7
5
,0

0
0

6
9
,0

0
0

4
0
,0

0
0

(D
)

6
7
2
,9

7
2

6
4
7
,0

1
4

6
9
0
,0

2
7

5
7
7
,0

4
6

5
1
2
,1

5
3

4
3
6
,6

1
5

3
4
7
,2

0
6

4
1
5
,1

0
8

4
3
2
,3

5
2

4
2
4
,1

4
3

4
4
0
,5

6
0

4
3
0
,4

1
2

(E
)

5
1
5
,1

1
8

5
3
0
,7

9
6

5
3
6
,3

4
0

4
1
5
,3

6
5

2
9
9
,4

5
3

2
4
5
,3

8
5

1
7
6
,2

8
7

2
0
0
,5

7
9

2
0
3
,4

9
2

1
9
6
,2

3
3

2
0
2
,3

1
9

1
9
5
,6

2
7

１
．

3
8
5
,6

1
1

4
1
2
,5

3
5

1
2
7
,5

7
8

1
3
3
,8

0
1

1
1
7
,0

1
3

1
1
6
,5

0
6

1
1
6
,6

9
5

1
1
5
,6

0
8

1
1
8
,4

0
3

1
1
8
,6

6
3

1
1
8
,8

7
0

1
1
9
,0

4
7

２
．

1
0
7
,4

6
0

3
5
9
,3

1
4

2
8
5
,0

4
0

2
8
7
,1

6
6

2
8
8
,3

9
1

2
9
0
,6

0
7

2
8
8
,5

2
0

2
8
7
,0

4
0

2
8
5
,4

5
4

2
8
3
,7

3
4

３
．

４
．

1
2
9
,5

0
7

1
1
8
,2

6
1

3
0
1
,3

0
3

(F
)

5
1
5
,1

1
8

5
3
0
,7

9
6

5
3
6
,3

4
0

4
9
3
,1

1
5

4
0
2
,0

5
3

4
0
3
,6

7
2

4
0
5
,0

8
6

4
0
6
,2

1
5

4
0
6
,9

2
3

4
0
5
,7

0
3

4
0
4
,3

2
4

4
0
2
,7

8
0

△
 7

7
,7

5
0

△
 1

0
2
,6

0
0

△
 1

5
8
,2

8
7

△
 2

2
8
,7

9
9

△
 2

0
5
,6

3
6

△
 2

0
3
,4

3
1

△
 2

0
9
,4

7
0

△
 2

0
2
,0

0
5

△
 2

0
7
,1

5
4

(G
)

(H
)

5
8
2
,6

7
0

4
8
2
,6

8
1

3
9
6
,0

3
9

3
1
1
,8

7
4

2
4
2
,3

8
8

1
7
6
,8

4
7

1
2
0
,4

4
1

8
3
,7

0
0

5
8
,7

2
2

4
0
,4

0
0

2
6
,6

6
9

1
6
,5

2
2

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

決
算

見
込

）
令

和
１

４
年

度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
令

和
１

２
年

度
令

和
６

年
度

本
年

度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

１
３

年
度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

令
和

１
４

年
度

他
会

計
負

担
金

令
和

１
５

年
度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

本
年

度
（
決

算
見

込
）

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
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全
体

総
括

1
9
.
3
3

①
経
常
収
支
比

率
：

10
0%
以

上
と

な
り

、
健

全
な

経
営

状
況

で
あ
る
。
対
前

年
度

比
で

経
常

収
益

、
経

常
費

用
は

と
も

に
増
加
し
た
が
、

特
に

維
持

管
理

費
が

嵩
ん

だ
こ

と
か

ら
前

年
度
比
で
微
減
と

な
っ

た
。

②
累
積
欠
損
金

比
率

：
0%
と

な
っ

て
お

り
、

健
全

な
経

営
状

況
で
あ
る
。

③
流
動
比
率
：

10
0％

以
上

と
な

り
全

国
及

び
類

似
団

体
平

均
値
を
上
回
っ

て
お

り
、

短
期

的
な

支
払

能
力

は
良

好
な

状
態
で
あ
る
が
、

下
水

道
事

業
会

計
へ

の
貸

付
金

増
加

等
に

よ
り
連
続
し
て
悪

化
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

今
後

注
意

し
て

い
く
必
要
が
あ
る

。
④
企
業
債
残
高

対
給

水
収

益
比

率
：

全
国

及
び

類
似

団
体

平
均
値
を
大
幅
に

下
回

っ
て

い
る

。
企

業
債

残
高

は
令

和
18
年

度
に
は
完
済
し

、
令

和
22
年

頃
を

ピ
ー

ク
に

減
少

す
る

人
口

問
題
へ
備
え
る

。
⑤
料
金
回
収
率

：
10
0％

を
超

え
て

お
り

、
給

水
に

係
る

費
用
を
給
水
収
益

で
賄

え
て

い
る

。
⑥
給
水
原
価
：

全
国

及
び

類
似

団
体

平
均

値
を

上
回

っ
て

い
る
。
起
伏
の
多

い
地

理
的

条
件

が
理

由
の

一
つ

と
考

え
ら

れ
る
が
、
今
後
維

持
管

理
費

の
削

減
等

の
経

営
改

善
の

検
討

を
行
う
必
要
が
あ

る
。

⑦
施
設
利
用
率

：
全

国
及

び
類

似
団

体
平

均
値

と
比

較
し

高
水
準
に
あ
り
、

施
設

を
遊

休
化

せ
ず

に
効

率
的

に
利

用
し

て
い
る
。

⑧
有
収
率
：
全

国
及

び
類

似
団

体
平

均
値

を
上

回
り

、
1
0
0
％
に
近
い
値

を
維

持
し

て
い

る
。

施
設

の
稼

働
状

況
が

収
益
に
反
映
さ

れ
て

お
り

、
適

正
な

状
態

で
あ

る
。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

①
有
形
固
定
資

産
減

価
償

却
率

：
全

国
及

び
類

似
団

体
平

均
値
を
下
回
っ
て

は
い

る
が

、
年

々
数

値
が

上
が

っ
て

お
り

、
今
後
経
年
劣
化

・
長

寿
命

化
等

の
対

策
を

行
な

う
必

要
が

あ
る
。

②
管
路
経
年
化

率
：

法
定

耐
用

年
数

の
40
年

を
超

え
て

い
る

送
配
水
管
は
全

体
の

18
.8
1％

と
年

々
増

加
傾

向
に

あ
る

。
中
長
期
を
見
通

し
た

更
新

計
画

を
立

て
、

計
画

的
に

更
新

を
行
っ
て
い
く
必

要
が

あ
る

。

③
管
路
更
新
率

：
全

国
及

び
類

似
団

体
を

上
回

っ
て

い
る

。
管
路
の
更
新
が

長
期

に
渡

ら
な

い
よ

う
計

画
的

に
進

め
て

い
く
必
要
が
あ
る

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

給
水

区
域

面
積

(
k
m
2
)

給
水

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

－
類

似
団

体
平

均
値

（
平

均
値

）

　
本
市
水
道
事

業
の

経
営

状
況

は
、

全
国

及
び

類
似

団
体

と
比
べ
て
も
概
ね

良
好

で
あ

る
。

　
流
動
比
率
も

46
9.
18
％

と
10
0％

を
大

き
く

超
え

て
お

り
短
期
的
な
流
動

性
が

確
保

で
き

て
い

る
状

況
で

あ
る

。
し

か
し
、
当
該
値
の

推
移

に
つ

い
て

は
年

々
減

少
傾

向
に

あ
り

、
支
払
い
能
力
を

高
め

る
た

め
の

経
営

改
善

を
継

続
し

て
図

る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
管
路

更
新

率
で

示
さ

れ
て

い
る

通
り

、
管

路
更

新
の
計
画
的
対
応

が
必

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
経

営
戦

略
を

基
に
、
事
業
の
平

準
化

及
び

経
営

の
更

な
る

健
全

化
を

図
る

必
要
が
あ
る
。

3
,
3
9
9
.
8
4

【
】

令
和

5
年

度
全

国
平

均

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

-
91

.8
8

10
0.
00

3,
76
2

65
,7

19

資
金

不
足

比
率

(
％

)
自

己
資

本
構

成
比

率
(
％

)
普

及
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)
現

在
給

水
人

口
(
人

)

66
,1

01
1
9
.
3
3

3
,
4
1
9
.
6
1

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法
適

用
水

道
事

業
末

端
給

水
事

業
A4

非
設

置

経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

5
年

度
決

算
）

沖
縄

県
　

豊
見

城
市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例

0.
00

0.
10

0.
20

0.
30

0.
40

0.
50

0.
60

0.
70

0.
80

0.
90

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
0.

00
0.
06

0.
00

0.
71

0.
79

平
均

値
0.

63
0.
60

0.
56

0.
60

0.
53

10
2.
0
0

10
4.
0
0

10
6.
0
0

10
8.
0
0

11
0.
0
0

11
2.
0
0

11
4.
0
0

11
6.
0
0

11
8.
0
0

12
0.
0
0

12
2.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

12
0.
7
6

11
7.
8
4

12
0.
0
8

12
0.
0
2

11
9.
6
6

平
均
値

11
1.
1
7

11
0.
9
1

11
1.
4
9

10
9.
0
9

10
9.
0
5

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
42
.9
0

44
.7
5

46
.7
3

46
.6
4

47
.6
1

平
均

値
48
.5
5

49
.2
0

50
.0
1

50
.9
9

51
.7
9

0.
00

5.
00

10
.0
0

15
.0
0

20
.0
0

25
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

0.
00

11
.8
4

14
.4
2

16
.1
1

18
.8
1

平
均
値

17
.1
1

18
.3
3

20
.2
7

21
.6
9

23
.1
9

①
経

常
収

支
比

率
(
％

)

0.
00

0.
20

0.
40

0.
60

0.
80

1.
00

1.
20

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
0.

00
0.

00
0.

00
0.

00
0.

00

平
均
値

0.
78

0.
92

0.
87

0.
93

1.
02

0.
00

10
0.
0
0

20
0.
0
0

30
0.
0
0

40
0.
0
0

50
0.
0
0

60
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
55

6.
4
7

54
3.
9
7

48
3.
0
4

51
2.
6
3

46
9.
1
8

平
均

値
36
0.
8
6

35
0.
7
9

35
4.
5
7

35
7.
7
4

34
4.
8
8

0.
00

50
.0
0

10
0.
0
0

15
0.
0
0

20
0.
0
0

25
0.
0
0

30
0.
0
0

35
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
64

.3
7

57
.7
9

47
.9
5

41
.1
5

33
.5
5

平
均

値
30
9.
2
8

32
2.
9
2

30
3.
4
6

30
7.
2
8

30
4.
0
2

0.
00

20
.0
0

40
.0
0

60
.0
0

80
.0
0

10
0.
0
0

12
0.
0
0

14
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

11
8.
6
2

11
0.
8
4

11
8.
0
5

11
7.
8
3

11
7.
5
7

平
均
値

10
3.
3
2

10
0.
8
5

10
3.
7
9

98
.3
0

98
.8
9

15
5.
0
0

16
0.
0
0

16
5.
0
0

17
0.
0
0

17
5.
0
0

18
0.
0
0

18
5.
0
0

19
0.
0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該
値

18
0.
0
3

18
4.
1
7

17
9.
7
2

18
0.
6
7

18
2.
0
4

平
均
値

16
8.
5
6

16
7.
1
0

16
7.
8
6

17
3.
6
8

17
4.
5
2

0.
00

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

40
.0
0

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
75
.1
9

73
.3
7

73
.8
2

72
.6
7

72
.9
3

平
均

値
59
.5
1

59
.9
1

59
.4
0

59
.2
4

58
.7
7

82
.0
0

84
.0
0

86
.0
0

88
.0
0

90
.0
0

92
.0
0

94
.0
0

96
.0
0

98
.0
0

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

当
該

値
96
.1
7

96
.0
6

96
.2
0

96
.4
5

96
.8
4

平
均

値
87
.0
8

87
.2
6

87
.5
7

87
.2
6

86
.9
5

②
累

積
欠

損
金

比
率

(％
)

③
流

動
比

率
(
％

)
④
企
業
債
残
高
対
給
水
収
益
比
率

(
％

)

⑤
料
金
回
収
率

(％
)

⑥
給
水
原
価
(
円

)
⑦
施
設
利
用
率

(％
)

⑧
有

収
率
(％

)

①
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

(％
)

②
管

路
経

年
化

率
(
％

)
③

管
路

更
新

率
(％

)

【
1
08
.2
4】

【
1
.5
0
】

【
2
43
.3
6】

【
2
65
.9
3】

【
8
9.
42
】

【
5
9.
81
】

【
1
77

.5
6】

【
9
7.
82
】

【
5
2.
02
】

【
2
5.
37
】

【
0
.6
2】
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布設年月日 1967 年 4 月 7 日

給水人口 65,690人

計算期間 自　R6年4月至　R10年3月　

（　4　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

1,416,072 1,515,770 1,515,770

0 0 0

180,608 176,810 176,810

1,596,680 1,692,580 0 1,692,580

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0

諸 手 当 0 0 0

福 利 費 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

705,107 799,996 799,996

705,107 799,996 0 799,996

給 料 0 0 0

諸 手 当 0 0 0

福 利 費 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

給 料 20,408 22,562 22,562

諸 手 当 9,584 10,776 10,776

福 利 費 6,546 6,674 6,674

47,263 77,219 77,219

47,508 74,471 74,471

0 0 0

65,593 74,830 74,830

196,902 266,532 0 266,532

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他

合 計

項 目

取
水
・
貯
水
及
び
導
水
費

人
　
件
　
費

給 料

用 水 費

減 価 償 却 費

そ の 他

電 力 費

修 繕 費

金　　　　　　　　額

小 計

そ の 他

小 計

浄
水
及
び
送
水
費

人
　
件
　
費

収　　入　　の　　部

項 目

料 金 (X)

金　　　　　　　　額

支　　出　　の　　部

減 価 償 却 費

そ の 他

小 計

配
　
　
　
水
　
　
　
費

人
　
件
　
費
電 力 費

修 繕 費

原価計算表

浄 水 用 薬 品 費

電 力 費

修 繕 費

減 価 償 却 費

原価計算表（水道）
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　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

項 目
金　　　　　　　　額

支　　出　　の　　部

給 料 0 0 0

諸 手 当 0 0 0

福 利 費 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

給 料 37,461 40,064 40,064

諸 手 当 19,801 30,519 30,519

福 利 費 32,986 12,885 12,885

2,356 3,739 3,739

0 0 0

8,089 10,632 10,632

1,511 2,813 2,813

292 870 870

64 20 20

13,904 6,590 6,590

232,169 244,284 244,284

76,310 70,343 3,296 67,047

424,943 422,759 3,296 419,463

1,326,952 1,489,287 3,296 1,485,991

200,785

1,686,776

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.90

＜料金水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは，当分の間，その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合に、
使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）を、適正
かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「水道料金算定要領」
（公益社団法人日本水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載す
ること。

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

資 産 維 持 費 （ Z ）

給
水
装
置
工
事
費 そ の 他

人
　
件
　
費
材 料 費

減 価 償 却 費

そ の 他

光 熱 費

修 繕 費

公 課

・水道料金対象期間であります令和6年度から9年度までの4年間の収支について、資産維持費を除いた場合、対象経費に対する料金収入の
割合は、102％と黒字となり収支均衡が図られているが、資産維持費を含めた対象経費と比較した場合は、90％と赤字が見込まれます。
・沖縄県企業局が受水団体への水道料金の改定を行った場合は、収支均衡を保つことが困難となる可能性があります。改定後は、水道料金
改定の必要性に関する検証を行います。
・各支出項目は物価上昇等を反映し、10-33％の加算を行っています。

*令和４年１月２５日付け総務省通知『「経営戦略」の推進について』の「経営戦略のひな型様式」に追加された原価計算表を参考にして総括原
価の算定を行っています。
*資産維持費＝対象資産（R6-9年度の期首期末における有形固定資産の平均額×資産維持率（3％）にて算出しています。

小 計

合 計 (Y)

備 品 費

消 耗 品 費

通 信 運 搬 費

小 計

一
　
般
　
管
　
理
　
費

人
　
件
　
費

支 払 利 息

原価計算表（水道）
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別添２－２　（下水道事業）

令和 7(2025) 年 3 月

令和 6(2024) 年度 令和 15(2033)

１．事業概要

（１） 事業の現況（令和5（2023）年度末）

① 施　設

② 使　用　料 　

1,220 円(税抜) 1,548 円(税抜)

1,220 円(税抜) 1,560 円(税抜)

1,220 円(税抜) 1,578 円(税抜)

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施
する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を含
む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和３年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和３年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

公共下水道事業：86.6人/ha
農業集落排水事業：50.5人/ha

公共下水道事業：0処理場
農業集落排水事業：1処理場

公共下水道事業：有(中部流域下水道南風原幹
線に接続)
農業集落排水事業：無

処 理 区 数
公共下水道事業：1区　中部流域下水道（那覇処理区）
農業集落排水事業：1区　保栄茂・翁長地区

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

公共下水道事業：流域下水道への接続。その他、広域化等については、他自治体との情報交換を積極的に行いながら、 意見
交換等を通じて、協力・連携を図ります。
農業集落排水事業：特になし。

*2　条例上の使用料とは、２０㎥あたりの使用料をいう。
*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたものをいう。

令和４年度 令和４年度

令和５年度 令和５年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　下水道使用料は、基本使用料に加え、超過使用料（汚水量に応じ、各階層ごとの単価を掛けて合計した金
額）の合計額としています。
・水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案し
て管理者が認定する。(下水道条例第21条より抜粋)

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

公共下水道事業：全部適用(H31)
農業集落排水事業：全部適用(H31)

豊見城市下水道事業経営戦略(令和６年度版)

公共下水道事業：昭和60年(1985年)
農業集落排水事業：平成15年(2003年)

豊見城市

下水道事業(公共下水道事業・農業集落排水)

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

年度
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別添２－２　（下水道事業）

③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

①経営比較分析表による類似団体との比較　(*区分Bb1:処理区域内人口区分3万人以上、処理区域内人口密度区分：75人/ha以上、供用開始30年以上)【公共下水道事業】
・類似団体区分(Bb1)にて各種指標比較を行ったところ、「接続率」については平均値95.6％のところ、81.2％の25位。水域の水質保全や使用料収入増加の観点から100%となること
が望ましい為、接続率向上の取組強化が必要です。
・使用料で回収すべき経費を、どの程度、賄えているかを示す「経費回収率」については、平均値101.5％のところ、64.1％の25位。当該指標は、100％以上であることが必要であ
り、類似団体平均値も100%を上回っていることから、適正な使用料収入の確保と汚水処理費の削減が必要です。
・有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用を示す「汚水処理原価」については、121.1円の16位。この指標は、接続率が低く、有収水量が過小の場合、高い数値を示す場合が
多いことから、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上による有収水量を増加させる取組、といった経営改善が必要です。
・使用料については、一般の家庭４人世帯（使用水量20㎥）をモデルケースとして想定した場合、平均値が2,188円(税込)のところ、1,342円(税込)の24位となっております。平成17年
度の改定からの経過年数は、平均の15年を上回る、17年を経過しています。
・各指標において、類似団体比較で下位を示すことが多くあり、コスト縮減や使用料の適正化等の経営改善に取り組むことが必要です。
②経営比較分析表による分析　(*区分F2：供用開始15年以上)【農業集落排水】
　・経常収支比率は、令和3年度決算において単年度収支が赤字を示す、100%未満となっています。累積欠損金比率については、100%を大きく上回り、経営の健全性に課題があ
ることを示しています。流動比率、企業債残高対事業規模比率は、全国平均及び類似団体平均を大きく上回り、経費回収率は、100%未満で推移し、使用料収入で必要な経費を賄
えていないなど、経営改善が必要な状況を示しています。

職 員 数

　豊見城市上下水道部の組織体制は、1部2課で構成されており、令和6年4月1日現在、職員25名です。令和5年度の組織改編
において、業務量過多の解消及び効率的な事務執行を目的に、施設課下水道班が2つの班に分割され、下水道施設の維持管
理を行う管理班と新設などを担当する工事班を設置しています。下水道事業関連の職員数については、7名となっています。

【公共下水道事業】特になし
【農業集落排水】①処理場で発生する浄化槽汚泥を民間事業所に搬入し、堆肥として再
利用しています。②処理施設へ再利用タンクを設置し、一時的に貯留した後、農業用雑用
水及び周辺植栽への潅水等の雑用水として再利用しています。

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当なし

該当なし

 イ　指定管理者制度

・収納業務、検針業務、給水停止、開閉栓などの窓口業務、施設の維持管理（下水道事
業：汚水中継ポンプ場及びマンホ－ルポンフﾟ施設管理・保栄茂地区農業集落排水処理
施設等の維持管理業務）等において、専門性が高い業務を外部委託し、職員数の削減や
経費の縮減に努めてきました。
　収納業務に関しては、利便性の向上と経費の削減、効率的な事業運営のために水道事
業に委託しています。支払い方法については、通常の口座振替に加え、コンビニ収納やス
マホ決済を開始し、利便性の向上を図っています。

民 間 活 用 の 状 況

※国土交通省-下水道-下水道事業経営の地域差の「見える化」について-類似団体区分毎の一覧より抜粋

令和３年度決算時点の「見える化」
【公共下水道】

Bb1【3万人以上：75人/ha以上：30年以上】

団体名 H23 H28 R3 H23 H28 R3 H23 H28 R3 H23 H28 R3
11 埼玉県 桶川市 法適用 41 91.7% 16 92.6% 18 95.3% 16 72.8% 17 74.6% 21 68.0% 24 150.0 14 150.0 12 150.0 9 1,890 14 1,944 16 1,980 16 25
11 埼玉県 北本市 法適用 41 96.3% 12 97.8% 11 99.4% 6 72.5% 19 76.5% 20 75.6% 22 149.8 18 124.5 18 129.9 12 1,890 14 1,944 16 1,980 16 13
11 埼玉県 八潮市 法適用 39 89.6% 17 91.3% 19 91.8% 20 65.8% 22 71.2% 23 73.6% 23 150.0 14 150.0 14 138.7 11 1,617 19 1,944 16 1,980 16 6
11 埼玉県 吉川市 法適用 31 97.9% 8 95.5% 14 96.9% 13 96.1% 4 91.7% 12 140.6% 2 114.5 21 123.2 19 77.5 24 1,785 17 1,836 20 1,870 20 24
11 埼玉県 三芳町 法適用 38 99.3% 4 99.8% 4 100.0% 2 81.0% 13 121.2% 3 89.5% 19 110.8 23 89.5 24 101.8 21 1,365 23 1,512 22 1,540 22 7
13 東京都 国立市 法適用 43 99.8% 2 99.8% 3 99.9% 3 85.4% 8 97.0% 8 116.5% 6 140.0 20 127.7 17 93.5 23 1,722 18 1,771 21 1,804 21 23
13 東京都 福生市 法適用 44 99.8% 2 99.9% 2 99.9% 4 168.6% 1 160.4% 1 141.7% 1 85.3 25 83.8 25 98.3 22 1,008 25 1,036 25 1,056 25 21
13 東京都 東大和市 法適用 37 98.2% 6 99.0% 7 99.2% 8 72.6% 18 77.7% 17 108.6% 9 161.9 10 181.2 3 127.7 14 1,575 21 1,980 15 2,017 15 6
13 東京都 清瀬市 法適用 41 99.1% 5 99.4% 5 99.6% 5 81.9% 12 94.4% 9 107.6% 10 146.1 19 137.6 16 110.0 18 1,610 20 1,883 19 1,918 19 7
13 東京都 稲城市 法適用 37 95.0% 14 97.0% 12 97.8% 12 73.9% 16 76.9% 18 109.1% 8 174.6 7 167.5 7 108.8 19 1,974 12 2,030 14 2,068 14 22
14 神奈川県 伊勢原市 法適用 49 92.1% 15 95.6% 13 94.9% 17 68.8% 21 68.8% 24 94.1% 17 152.8 12 150.0 13 150.1 8 2,019 10 2,289 8 2,355 9 4
26 京都府 城陽市 法適用 32 88.8% 21 92.6% 17 94.9% 18 76.7% 14 133.5% 2 99.5% 14 191.5 3 112.4 21 156.0 3 2,730 1 2,808 2 3,107 1 19
26 京都府 向日市 法適用 43 97.9% 8 98.8% 8 99.1% 9 84.9% 9 87.1% 13 94.6% 16 149.9 17 150.0 15 125.2 15 2,163 8 2,224 9 2,266 11 13
26 京都府 長岡京市 法適用 43 97.8% 11 99.2% 6 99.3% 7 70.6% 20 76.9% 19 89.7% 18 165.7 9 151.2 11 150.8 5 1,811 16 2,176 12 2,656 6 20
27 大阪府 泉大津市 法適用 49 88.9% 19 89.4% 22 90.6% 21 91.5% 7 97.2% 7 114.6% 7 152.7 13 166.2 8 128.9 13 2,430 4 2,825 1 2,877 2 10
27 大阪府 柏原市 法適用 33 88.9% 19 90.6% 20 92.3% 19 76.0% 15 97.4% 6 102.3% 12 178.7 6 174.0 5 162.9 1 1,953 13 2,754 3 2,805 4 8
27 大阪府 羽曳野市 法適用 34 84.4% 24 86.9% 24 87.9% 24 64.7% 23 78.6% 15 86.1% 20 191.2 4 180.8 4 150.2 7 1,979 11 2,190 11 2,230 12 10
27 大阪府 摂津市 法適用 48 95.4% 13 95.5% 15 96.2% 14 83.5% 10 78.4% 16 100.5% 13 189.5 5 189.2 2 153.3 4 2,194 7 2,194 10 2,299 10 15
27 大阪府 高石市 法適用 33 87.9% 22 92.8% 16 95.6% 15 93.7% 5 93.3% 10 102.9% 11 150.0 16 164.0 9 144.4 10 2,430 4 2,531 6 2,755 5 21
27 大阪府 藤井寺市 法適用 36 89.1% 18 90.3% 21 90.3% 22 82.5% 11 84.8% 14 98.8% 15 172.7 8 172.8 6 157.2 2 2,317 6 2,383 7 2,857 3 20
27 大阪府 四條畷市 法適用 36 97.9% 8 98.7% 9 99.0% 10 108.6% 2 113.2% 4 122.3% 5 112.8 22 111.2 22 104.3 20 2,106 9 2,166 13 2,206 13 17
27 大阪府 交野市 法適用 54 98.0% 7 98.4% 10 98.7% 11 98.7% 3 100.8% 5 130.1% 3 161.3 11 157.7 10 112.6 17 2,488 3 2,559 5 2,607 8 13
28 兵庫県 芦屋市 法適用 59 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1 92.7% 6 92.6% 11 122.5% 4 102.8 24 106.0 23 74.3 25 1,417 22 1,458 23 1,485 23 20
29 奈良県 大和高田市 法適用 38 84.2% 25 87.5% 23 89.4% 23 45.9% 24 42.4% 25 84.6% 21 282.0 1 277.9 1 150.5 6 2,520 2 2,592 4 2,640 7 20

47 沖縄県 豊見城市 法適用 37 84.7% 23 84.9% 25 81.2% 25 35.4% 25 71.6% 22 64.1% 25 232.4 2 117.6 20 121.1 16 1,281 24 1,317 24 1,342 24 17

類似団体区分の平均値 41 93.7% 94.9% 95.6% 81.8% 90.3% 101.5% 158.8 148.6 127.1 1,931 2,094 2,188 15
※国土交通省-下水道-下水道事業経営の地域差の「見える化」について-類似団体区分毎の一覧より抜粋
※出典：R3、H28は「地方公営企業決算状況調査」（総務省）をもとに国土交通省作成。H23は「下水道経営指標」（総務省）をもとに国土交通省作成。

※公共下水道を対象としている。 ※消費税率の改定：H1:3%・H9:5%・H26:8%・R1:10%

一般家庭用使用料【円・月/20m3】
直近改定か
らの経過年

数【年】

法適
法非適

供用
年数
【年】

接続率【％】 経費回収率【％】 汚水処理原価【円/㎥】

上下水道部
総務課

上水道管理

上水道工事

下水道管理

下水道工事

施設課

総務班

経理班

参事
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別添２－２　（下水道事業）

②経営比較分析表における経営指標の推移
・経常収支比率は、共に減少傾向の推移となり、令和3年度決算において単年度収支が赤字を示す、100%未満です。
・累積欠損金比率は、農業集落排水事業で100%を大きく上回り、経営の健全性に課題があることを示しています。
・流動比率は、共に上昇傾向で推移していますが、公共下水道事業は大きく100%を下回っており、企業債や借入金などの流動負債が多額になっているのが要因で
す。
・企業債残高対事業規模比率は、企業債残高が減少傾向にあるものの、全国平均及び類似団体平均を大きく上回っており、使用料収入に対する割合が高いことを
示しています。
・経費回収率は、共に、100%未満で推移し、使用料収入で必要な経費を賄えていないことを示しています。特に流域下水道維持管理負担金の増額や昨今の燃料
費高騰等による物価高騰などの影響もあることから、今後の推移についても注視する必要があります。
・汚水処理原価は、経費回収率同様、負担金増や物価高騰などの影響を受け増加傾向にあります。
・水洗化率については、公共下水道事業で上昇傾向、農業集落排水で多少の上下の変動があるものの、全体的には、本市の人口増に伴い、増加しています。
・有形固定資産減価償却率は、施設の老朽度を占める指標です。全国及び類似団体を下回っているが、増加傾向で推移しており、施設改築等の必要性が高い場
合などには、財源の確保や経営に与える影響などを踏まえ、経営改善の実施や投資計画の見直しについて検討することも必要となります。管渠老朽化率は、0%を示
し、耐用年数を超過する管渠がないことを示しています。管渠改善率については、公共下水道事業事業で0.1％とあり、今後、計画的に管渠の更新を進めていくこと
が求められています。

R1 R2 R3

経常収支比率(%) 105.62 101.22 99.46

累積欠損金比率(%) 0.00 0.00 0.00

流動比率(%) 62.49 58.81 66.92

企業債残高対事業規模比率(%) 1,366.87 1,306.42 955.55

経費回収率(%) 87.40 65.44 64.07

汚水処理原価(円) 89.49 118.31 121.09

施設利用率(%) - - -

水洗化率(%) 87.82 90.62 81.23

有形固定資産減価償却率(%) 3.17 6.34 9.43

管渠老朽化率(%) 0.00 0.00 0.00

管渠改善率(%) 0.00 0.00 0.10

経常収支比率(%) 79.57 68.15 76.19

累積欠損金比率(%) 120.19 349.15 459.92

流動比率(%) 169.22 104.76 158.11

企業債残高対事業規模比率(%) 1,262.58 1,252.55 1,437.83

経費回収率(%) 39.66 25.55 47.34

汚水処理原価(円) 180.80 277.44 150.00

施設利用率(%) 106.80 83.62 76.37

水洗化率(%) 69.82 71.71 73.32

有形固定資産減価償却率(%) 3.92 7.89 8.31

管渠老朽化率(%) 0.00 0.00 0.00

管渠改善率(%) 0.00 0.00 0.00

315,992,867 325,240,284 327,924,215

185,282,044 198,604,935 206,210,750

371,708,967 356,608,380 356,427,703

527,243,091 528,062,278 528,673,396

長期前受金戻入（円）

減価償却費（円）

農
業
集
落
排
水

経営比較分析表の推移

公
共
下
水
道

下水道使用料収入（円）

流域下水道維持管理負担金（円）

豊見城市 類団平均
対類団平均

との比較
対策 豊見城市 類団平均

対類団平均

との比較
対策

経常収支比率(%) 99.46 109.78 低 高 76.19 106.07 低 高

累積欠損金比率(%) 0 9.36 低 低 459.92 132.04 高 低

流動比率(%) 66.92 47.13 高 高 158.11 35.69 高 高

企業債残高対事業規模比率(%) 955.55 788.62 高 低 1437.83 791.76 高 低

経費回収率(%) 64.07 99.88 低 高 47.34 56.26 低 高

汚水処理原価(円) 121.09 126.94 低 低 150 282.09 低 低

施設利用率(%) - 82.83 - - 76.37 66.53 高 高

水洗化率(%) 81.23 95.73 低 高 73.32 84.67 低 高

有形固定資産減価償却率(%) 9.43 22.34 低 - 8.31 21.85 低 -

管渠老朽化率(%) 0 1.94 低 - 0 0 - -

管渠改善率(%) 0.1 0.35 低 - 0 0.05 低 -

公共下水道事業 農業集落排水事業

経営指標
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別添２－２　（下水道事業）

２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

処理区域内人口の予測

　　2015 年国勢調査データに基づく人口推計（社人研推計準拠）によれば、2040 年に向けて人口増が続くものの、2045 年以降は人口減が見込まれています。この
中では、子ども女性比率（≒出生率）は沖縄県全体の値よりも高く設定されているものの年少人口（0 ～ 14 歳）は 2025 年をピークにして微減が見込まれており、生
産年齢人口（15 ～ 64 歳）においても 2030 年をピークにして微減が見込まれるのに対して、老年人口（65 歳以上）については 2055 年のピークに向けて、5 年毎に
1,000 ～ 2,000 人程度の増加が見込まれています。
　また、地区別には豊見城、宜保、真玉橋、豊崎は 2045 年に向けて人口増の推計となっていますが、その他の大半の地区ではほぼ横ばいの推計となっています。
　このような中長期的な見込みに対して、市街化の拡大等の住環境づくりや、企業立地の促進等を含めた雇用の確保等により転入促進を図るとともに、健康づくり等
による健康長寿社会の実現を目指すことで、目標人口を引き続き 70,000 人と設定し、中長期的にこれを上回ることを目指しています。

有収水量の予測

【公共下水道事業】　処理区域内人口は、行政人口の予測値に74.28％（直近3年間の平均）を乗じて算出しています。接続利用人口は、接続率を毎年度0.5%増加
するものと見込んで予測しています。有収水量の予測については、直近年度(令和４年度)の実績値に接続利用人口の伸び率の予測値を乗じて、算出しています。
　年間有収水量は、経営戦略計画期間である令和6年度(2024年:4,188,848㎥/年)と10年後の令和16年度(2033年:4,612,869㎥/年)と比較し、10.12％増加になる見
通しとなります。
【農業集落排水事業】処理区域内人口は、実績値に行政人口の伸び率の予測を乗じて算出しています。接続利用人口と年間有収水量は、公共下水道事業と同様
に算出しています。

使用料収入の見通し

【公共下水道事業】使用料収入は、「有収水量の予測」で予測した水量に使用料単価（直近3年での使用料収入/有収水量）を乗じて算出しています。経営比較分
析表によると、令和3年度実績では、経営の健全性・効率性を示す経常収支比率と流動比率は100%を下回り、収支不足を示しています。経費回収率も経年的に低
下しており、経営改善が必要なことを示しています。
【農業集落排水事業】公共下水道事業と同じく、使用料収入は、「有収水量の予測」で予測した水量に使用料単価（直近3年での使用料収入/有収水量）を乗じて算
出しています。経営比較分析表によると、令和3年度実績では、経営の健全性・効率性を示す経常収支比率と流動比率では100%を下回り、収支不足を示していま
す。累積欠損金比率は、全国及び類似団体を大きく上回っています。経費回収率と合わせ、経営改善が必要なことを示しています。

　今後は、安定的に事業を継続していくために維持管理費の削減と合わせて、使用料の見直しを定期的に検討する必要があるため、少なくとも3-５年に１度の頻度
で使用料の改定の必要性に関する検証を行い、経費回収率等の向上に努めていきます。
*令和5年度に上下水道事業審議会を設置し、使用料の水準を検討する中で令和6年度4月から改定することが決定されました。
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別添２－２　（下水道事業）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

（１）

　豊見城市の下水道事業は、平成１７年度以降、使用料を改定せずに事業運営を行っています。面整備等については、事業計画に沿った施設整備を行い、処理区
域の拡大を図っています。しかしながら、人口増が続く中においても単身世帯の増加や節水型社会の進行等により、下水道事業の収入の大部分をしめる使用料収
入の大幅な増収は見込めない状況であり、大変厳しい事業運営となっています。
　このような状況の中、中長期的視野を持って、今後の「投資計画」を踏まえた「財政計画」をまとめ、下水道事業が持続可能で健全かつ安定した経営に努めていく
ための経営方針として、総務省の「経営戦略策定・改定ガイドライン」及び「経営戦略策定・改定マニュアル」に基づき、令和2年度に策定した「豊見城市上下水道事
業経営戦略」を改定します。
　目指す姿としては、総合計画で定めた下記事項を目指します。
　　・汚水処理を適正に行い、快適で安心な生活環境づくりと自然環境保護を図ります。
　　・雨水幹線排水施設管内の浸水被害を抑制します。

施設の見通し

　公共下水道事業は流域下水道に接続しているため、終末処理場は保有しておらず、保有する施設は主に管渠とポンプ場です。
　公共下水道事業の供用開始は1985（昭和60）年度(農業集落排水は2003年度(平成１５年度))であり、2021（令和3）年度末時点では本格的な更新時期を迎えてい
ないため、公共下水道事業・農業集落排水事業の管渠老朽化率は0.00%となっています。しかしながら今後は、順次更新時期を迎えるため、施設の老朽化に備える
必要があります。
　また、豊見城市は2040年代まで人口増が予測されることに加え、コロナ明けによる経済活動の活性化、観光客流入増が見込まれることから、必要な投資について
は、優先順位を検討しながら対応する必要があります。
　なお、農業集落排水においては、令和元年度より機能強化事業を行い、貯留槽やポンプ場、計装機器などの更新を行い、維持管理コストの軽減を図っています。

組織の見通し

　豊見城市上下水道部の組織体制は、1部2課で構成されており、令和6年4月1日現在、職員25名です。令和5年度の組織改編において、業務量過多の解消及び
効率的な事務執行を目的に、施設課下水道班が2つの班に分割され、下水道施設の維持管理を行う管理班と新設などを担当する工事班を設置しています。下水道
事業関連の職員数については、7名となっています。
　今後急速に老朽化していく施設の更新や人口増などに対応していくために、適正な職員数や配置について、継続して検討していく必要があり、企業経営・企業会
計に対応できる人材の育成や業務・工務の技術・知識継承について、長期的な人員配置による人材の育成に努めていきます。
　今後とも、業務の遂行には、専門的な知識や技術を必要とすることから、適正な人員配置及び専門研修の受講により、職員の経営感覚と技術知識の育成に努め
ていきます。その他の人材育成のためにも、 職員を積極的に研修に派遣します。

経営の基本方針

（２）経営健全化に向けた経営指標目標
・経常収支比率
　令和5年度時点で公共下水道事業は100％を超えていますが、農業集落排水事業は100％を大きく下回っているため、最終年度には類似団体平均値を達成でき
るように目標値を設定します。
・流動比率
　公共下水道が100％を大きく下回っているため、企業債や借入金などの流動負債の縮小を図り、100％を目指します。
・経費回収率
　公共下水道事業と農業集落排水事業ともに類似団体平均値を大きく下回っているため、目標値を類似団体平均値とします。

R5 R10 R15 R5 R10 R15

現状値 中間値 目標値 現状値 中間値 目標値

経常収支比率 % 100.47 105.22 109.96 72.66 89.08 105.50

流動比率 % 80.44 90.22 100.00 185.80 185.80 185.80

経費回収率 % 67.14 82.98 98.82 44.14 48.54 52.94

経営指標 単位

公共下水道事業 農業集落排水事業
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別添２－２　（下水道事業）

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

計画期間の建設事業費と費用については以下の通りです。計画期間は、令和５年度から令和１４年度の１０年間とします。
（１）汚水事業　　　事項：汚水管路施設の整備（未普及対策など）
未普及対策については、国が示す汚水処理施設の早期概成（令和８年度）を踏まえ、これまでの沖縄振興公共投資交付金（R5～R14：約3,000百万円）と新たに地
方創生汚水処理施設整備推進交付金（R5～R9：約1,700百万円）を活用し、汚水管路施設整備を推進します。
具体的には、西海岸地域の汚水需要の高まりから幹線整備（圧送増補管）を優先して進めていきます。また未普及地区の整備については、現在整備を進めている
我那覇地区と新たに旧庁舎周辺の翁長地区や小禄バイパス沿道の田頭地区などの整備を進めていきます。
（２）雨水事業　　　事項：雨水管路施設の整備（浸水対策など）
浸水対策については、防災安全交付金（R5～R14：約1,700百万円）を活用し、雨水管路施設整備を推進します。
具体的には、大雨時に度々浸水被害が発生している名嘉地地区の下原雨水幹線の整備を優先し、また他浸水地区についても整備検討を進めていきます。
（３）改築・更新　　　事項：ポンプ場施設および管路施設の改築・更新（老朽化対策など）
老朽化対策については、沖縄振興公共投資交付金（R5～R14：490百万円）を活用し、ポンプ場施設および管路施設の改築・更新を推進します。
具体的には、「豊見城市公共下水道ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化する汚水中継ポンプ場の改築・更新を優先し、他施設についても計画的かつ効率的
に整備を進めていきます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

【財源の目標】安定した経営を行うためには運転資金を確保することが重要であるため、現在の下水道使用料の約２年分に相当する6億円を最低限保有すべき運転
資金として確保することを目指します。
【使用料収入の見通し、見直しについて】　使用料収入は、「有収水量の予測」で予測した水量に使用料単価（直近3年での使用料収入/有収水量の平均）を乗じて
算定しています。令和3年度経営比較分析表によると、経営の健全性・効率性を示す指標である経常収支比率、経費回収率が、100%を下回り、経営改善が必要な
ことを示しています。
令和5年度に上下水道事業審議会を設置し、使用料の水準を検討を行い、令和6年度4月の改定を目指しています。
【企業債に関する事項】新規借入は、企業債残高および財政指標等を勘案しながら検討します。
【繰入金に関する事項】国が定める基準に基づく繰入金を基本として、公費が負担すべき経費及び健全な経営をもって賄えない経費について、一般会計からの繰
入金の受入を予定しています。

・職員給与費：現在の組織が維持されるものとして、令和7年度予算額をもとに計上しています。
・修繕費：　経常的な経費であるが、昨今の社会経済情勢を鑑み、令和7年度予算額に毎年2%ずつ上乗せしています。
・動力費：　経常的な経費であるが、昨今の社会経済情勢を鑑み、令和7年度予算額に毎年2%ずつ上乗せしています。
・その他：　令和7年度予算をベースに流域維持管理負担金を除いた額+流域維持管理負担金予測額に物価高騰分として毎年2%ずつ上乗せしています。
・減価償却費：　既存資産の減価償却費見込みに加えて、新規取得資産の減価償却費見込みを計上しています。
・支払利息：　償還予定表より算出しています。

*原価計算書によりますと、公共下水道事業及び農業集落排水事業、共に資産維持費を含めた収支が赤字になっていることから、更なる財務マネジメントを行い、健
全経営を目指します。

　下水道施設の整備及び改築更新を図ることを目的として、「豊見城市流域関連公共下水道事業計画書(変更)」を令和4年度に
策定しています。計画に基づき、下水道施設の老朽化対策・投資の平準化を図ります。
（１）汚水事業は、西海岸地域の汚水需要高まりから圧送増補管の整備や老朽化した汚水中継ポンプ場整備を優先し、面整備
については、未整備区域269.8ha（事業計画区域833.7ha-整備済区域563.9ha)うち、我那覇地区と新たに旧庁舎周辺の翁長地
区や小禄バイパス沿道の田頭地区の面整備を行います。
（２）雨水事業は、大雨時に度々、浸水被害が発生している名嘉地地区の下原雨水幹線を優先的に整備を行います。

目 標

＜使用料の改定＞
①下水道使用料で汚水処理費を賄えておらず、不足分は他会計借入金に依存していることから、使用料の
改定を行います。市民生活を考慮し、経営戦略計画期間中に段階的な経営改善を行います。
②経営戦略最終年度(R15年度)までに運転資金として、下水道使用料収入の約２ 年分である6億円以上を確
保することを目指します。
※運転資金については、下水道事業の資金残高で、流動資産から流動負債を控除した額とします。(令和４年度決算　流動資産－流動負債=△90,967千
円)

目 標
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別添２－２　（下水道事業）

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

　遊休資産を所有していないことから、売却等による収入増加は見込めないが、既存の固定資産等を活
用した収入増加策を検討します。

　令和5年度に設置した豊見城市上下水道事業審議会にて下水道使用料水準の検討を行い、中長期
的な視点で段階的な経営改善が必要であることを確認しています。令和6年4月から使用料を改定して
います。
　使用料改定については、利用者の生活への影響に配慮し、3段階での経営改善を検討しており、令和
6年度の改定は、①水道事業会計からの借入金解消に必要な一億円増収を目標に料金体系の改定に
取り組んでいます。今後は、②これまで借入れてきた資金の返還が可能な状態にすること、③今後の施
設更新や突発的な修繕に対応できるよう内部留保を増やすことを目標としています。
　改定後は、少なくとも3-5年に1度の頻度で下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行います。

使用料の見直しに関する事項

特になし

 本市で実施可能な方策がないか、他市町村の状況等を参考に分析を行い、引き続き検討を進めていき
ます。
①長期契約（原則10年）、②性能発注、③維持管理と更新の一体マネジメント、④プロフィットシェア(利
益分配)を要件とするウォーターPPPを含め、導入について研究をしていきます。

　今後は、市流域関連公共下水道事業計画及びストックマネジメント計画に基づき、計画的に施設の長
寿命化と投資の平準化を図ります。

 沖縄県が令和4年度に策定した「広域化・共同化計画」に基づき、他自治体との情報交換を積極的に行
いながら、 意見交換等を通じて、調査・研究を行い、協力・連携を図ります。
 公共下水道、農業集落排水、浄化槽等の各種汚水処理施設については、将来的な建設改良費の最適
化について研究をしていきます。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

職員給与費に関する事項

　現状の人員を維持するため、現状と同程度と考えるが、今後とも、業務の遂行には、専門的な知識や
技術を必要とすることから、適正な人員配置及び専門研修の受講により、職員の経営感覚と技術知識の
育成に努めます。

動力費に関する事項

　各施設、設備の効率的な運転管理に努めるとともに、更新時には省エネルギー機器の導入を行うな
ど、より一層の維持管理経費節減に努めます。

修繕費に関する事項

　定期的な点検による異常の早期発見と修繕に努め、機器の長寿命化を図るなど、経費削減に努めま
す。

委託費に関する事項

　施設の維持管理等の継続的に実施している業務について、適宜、内容や効果を検証することで経費
削減に努めます。

その他の取組

　「経営戦略専門委員会」にて本経営戦略の事後検証を行います。経営戦略や使用料の水準など、下
水道事業の運営に関する重要な事項については、3-5年を目安に「豊見城市上下水道事業審議会」を
立ち上げ、見直しを検討します。

薬品費に関する事項

　効率的な薬剤等の注入を行い、経費削減に努める。また、下水道整備における新技術の導入につい
て研究・検討を行います。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　①長期契約（原則10年）、②性能発注、③維持管理と更新の一体マネジメント、④プロフィットシェア(利
益分配)を要件とするウォーターPPPを含め、導入について研究をしていきます。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組

特になし
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別添２－２　（下水道事業）

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

・本経営戦略を推進するにあたり、物価高騰などの社会経済情勢の変化や法令、制度の改正などの外的な影響の
変化を踏まえ、企業職員で構成する「経営戦略専門委員会」を設置して、ＰＤＣＡサイクルを活用した毎年度の事業
評価及び進捗確認を行います。
　概ね３年から５年に1度、経営戦略の見直しを図る際には、本市の水道事業及び下水道事業の運営に関する重要
な事項について調査審議を行う「豊見城市上下水道事業審議会」を開催し、時代にあった適切な経営戦略となって
いるか、第三者の目からも検証を行います。改定後は、議会に報告するとともに、市ホームページ上に公表し、速や
かに市民へ周知を図ります。

・経営改善のための使用料改定については、物価高騰などの社会経済情勢を踏まえ、大幅で急激な使用者負担の
増を避けながら、中長期的な視点で段階的な改定を行う配慮が必要であることから、必要額を1度に改定するのでは
なく、直近の目標として、水道事業会計からの借入をやめることと定め、その後、「これまで借入れてきた資金の返還
が可能な状態にすること」、「今後の施設更新や突発的な修繕に対応できるよう内部留保を増やすこと」とする段階的
な改定とします。使用料の改定については、3-5年に1度の頻度で必要性に関する検証を行います。

・ストックマネジメント計画及び流域関連公共下水道事業計画書に伴う建築改良を実施し、経費の平準化を図ってい
きます。
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( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

4
3
2
,4

1
4

4
4
1
,8

4
7

5
4
5
,6

5
3

5
6
8
,8

7
9

5
5
8
,3

4
1

5
6
3
,4

1
0

7
0
2
,9

3
5

7
0
9
,5

9
9

7
1
6
,2

9
9

7
2
1
,9

4
3

9
0
9
,7

5
3

9
1
7
,1

5
3

(N
)

(O
)

(P
)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)
特

別
利

益
特

別
損

失
特

別
損

益
(F

)-
(G

)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)
繰

越
利

益
剰

余
金

又
は

累
積

欠
損

金
流

動
資

産
う

ち
未

収
金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

令
和

７
年

度
令

和
１

２
年

度
令

和
１

３
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１

５
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

営
業

収
益
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様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
公

共
下

水
道

事
業

】

（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度
本

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

決
算

）
決

算
見

込
１

．
2
3
1
,4

0
0

1
7
3
,6

0
0

5
5
6
,7

0
0

5
1
1
,8

0
0

5
7
9
,7

3
4

5
6
7
,9

7
2

4
1
2
,0

4
4

3
9
1
,3

0
9

4
0
0
,7

3
4

4
0
0
,7

3
4

3
7
2
,4

5
9

3
6
7
,4

0
8

7
9
,3

0
0

1
0
3
,4

0
0

8
3
,7

5
0

8
3
,7

5
0

8
3
,7

5
0

8
3
,7

5
0

8
3
,7

5
0

8
3
,7

5
0

8
3
,7

5
0

8
3
,7

5
0

8
3
,7

5
0

２
．

３
．

9
7
,3

8
8

1
0
2
,1

1
5

1
0
7
,3

8
9

1
0
2
,0

1
2

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

４
．

５
．

6
5
,0

0
0

2
0
8
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

5
7
,0

0
0

6
9
,0

0
0

4
0
,0

0
0

６
．

8
5
,4

0
7

6
0
,4

6
9

3
5
2
,1

7
1

3
5
0
,9

6
5

6
2
5
,7

7
0

6
2
0
,8

8
0

4
3
4
,9

1
8

4
2
1
,8

4
8

3
5
3
,1

0
0

3
5
9
,5

2
0

3
1
4
,6

4
0

3
0
6
,2

4
0

７
．

８
．

1
8
,2

7
9

９
．

7
2

2
0
0

1
9
0

1
9
0

(A
)

4
9
7
,5

4
6

5
4
4
,3

8
4

1
,2

1
6
,4

5
0

1
,0

2
1
,9

6
7

1
,3

7
6
,7

3
0

1
,3

3
1
,0

7
8

9
4
9
,1

8
8

9
1
5
,3

8
3

8
5
6
,0

6
0

8
6
2
,4

8
0

7
8
9
,3

2
5

7
7
5
,8

7
4

(B
)

(C
)

4
9
7
,5

4
6

5
4
4
,3

8
4

1
,2

1
6
,4

5
0

1
,0

2
1
,9

6
7

1
,3

7
6
,7

3
0

1
,3

3
1
,0

7
8

9
4
9
,1

8
8

9
1
5
,3

8
3

8
5
6
,0

6
0

8
6
2
,4

8
0

7
8
9
,3

2
5

7
7
5
,8

7
4

１
．

1
9
2
,9

5
9

1
9
8
,7

6
5

7
7
5
,0

7
7

7
8
6
,5

6
1

1
,1

7
8
,7

0
8

1
,1

6
3
,9

0
6

8
0
6
,3

4
5

7
7
0
,3

4
4

6
5
6
,5

6
2

6
6
8
,0

6
1

5
9
4
,0

5
9

5
8
4
,3

3
8

1
6
,0

9
4

2
0
,2

3
0

2
3
,4

3
7

2
4
,1

3
7

2
4
,1

3
7

2
4
,1

3
7

2
4
,1

3
7

2
4
,1

3
7

2
4
,1

3
7

2
4
,1

3
7

2
4
,1

3
7

2
4
,1

3
7

２
．

3
8
5
,1

8
6

3
7
9
,1

4
5

3
7
4
,4

8
1

3
5
1
,3

1
4

3
4
3
,2

2
2

3
1
3
,9

9
5

3
0
3
,1

4
7

2
6
5
,3

6
0

2
2
3
,2

7
2

2
0
6
,4

3
1

1
8
7
,0

0
8

1
7
3
,1

3
8

３
．

2
4
,3

2
0

3
2
,0

9
8

4
6
,7

4
9

5
9
,1

7
7

6
4
,1

7
7

6
4
,1

7
7

6
4
,1

7
7

5
4
,3

0
2

3
9
,8

5
7

3
9
,8

5
7

3
2
,0

7
9

2
4
,8

5
7

４
．

５
．

5
3
4

2
4
,0

6
7

4
1
,1

0
0

(D
)

6
0
2
,9

9
9

6
1
0
,0

0
8

1
,2

2
0
,3

7
4

1
,2

3
8
,1

5
3

1
,5

8
6
,1

0
7

1
,5

4
2
,0

7
9

1
,1

7
3
,6

6
9

1
,0

9
0
,0

0
5

9
1
9
,6

9
2

9
1
4
,3

4
9

8
1
3
,1

4
7

7
8
2
,3

3
3

(E
)

1
0
5
,4

5
3

6
5
,6

2
4

3
,9

2
4

2
1
6
,1

8
6

2
0
9
,3

7
7

2
1
1
,0

0
1

2
2
4
,4

8
1

1
7
4
,6

2
2

6
3
,6

3
2

5
1
,8

6
8

2
3
,8

2
2

6
,4

5
9

１
．

1
6
4
,7

6
8

1
6
8
,1

3
8

1
6
5
,5

7
7

1
8
3
,9

1
5

1
4
4
,6

3
7

1
3
9
,8

3
7

1
3
5
,1

3
3

1
3
0
,5

2
9

1
2
6
,0

2
8

1
2
1
,6

3
3

1
1
7
,3

4
5

1
1
3
,0

4
4

２
．

5
6
,4

7
0

6
5
,4

6
3

7
1
,8

0
4

2
1
2
,0

1
1

2
1
8
,8

5
0

2
2
4
,8

7
9

2
2
9
,0

1
8

4
1
4
,8

8
4

4
2
0
,0

0
1

３
．

４
．

(F
)

1
6
4
,7

6
8

1
6
8
,1

3
8

1
6
5
,5

7
7

2
4
0
,3

8
5

2
1
0
,1

0
0

2
1
1
,6

4
1

3
4
7
,1

4
3

3
4
9
,3

7
9

3
5
0
,9

0
7

3
5
0
,6

5
1

5
3
2
,2

2
9

5
3
3
,0

4
5

△
 5

9
,3

1
5

△
 1

0
2
,5

1
4

△
 1

6
1
,6

5
3

△
 2

4
,1

9
9

△
 7

2
4

△
 6

4
0

△
 1

2
2
,6

6
3

△
 1

7
4
,7

5
6

△
 2

8
7
,2

7
6

△
 2

9
8
,7

8
2

△
 5

0
8
,4

0
7

△
 5

2
6
,5

8
6

(G
)

2
9
5
,3

6
6

4
7
1
,2

6
8

6
2
4
,5

1
9

6
2
2
,3

4
2

6
2
7
,1

6
4

6
0
2
,9

8
7

5
3
8
,8

1
0

4
8
4
,5

0
8

4
4
4
,6

5
1

4
0
4
,7

9
4

3
7
2
,7

1
4

3
4
7
,8

5
7

(H
)

3
,9

5
9
,6

6
6

3
,7

5
4
,1

2
0

3
,9

3
6
,3

3
9

4
,0

9
6
,8

2
5

4
,3

3
3
,3

3
7

4
,5

8
7
,3

1
4

4
,6

9
6
,2

1
1

4
,8

2
2
,1

6
0

4
,9

9
9
,6

2
2

5
,1

9
3
,9

2
5

5
,3

7
9
,3

7
6

5
,5

7
3
,6

4
6

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
令

和
４

年
度

令
和

５
年

度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
（

決
算

）

2
2
7
,5

9
2

2
2
7
,2

7
5

2
3
6
,9

4
0

2
5
3
,2

3
6

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
2
7
,5

9
2

2
2
7
,2

7
5

2
3
6
,9

4
0

2
5
3
,2

3
6

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

2
3
6
,2

6
1

9
7
,3

8
8

1
0
2
,1

1
5

1
0
7
,3

8
9

1
0
2
,0

1
2

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

9
7
,3

8
8

1
0
2
,1

1
5

1
0
7
,3

8
9

1
0
2
,0

1
2

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

1
0
2
,2

2
6

3
2
4
,9

8
0

3
2
9
,3

9
0

3
4
4
,3

2
9

3
5
5
,2

4
8

3
3
8
,4

8
7

3
3
8
,4

8
7

3
3
8
,4

8
7

3
3
8
,4

8
7

3
3
8
,4

8
7

3
3
8
,4

8
7

3
3
8
,4

8
7

3
3
8
,4

8
7

令
和

１
５

年
度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

令
和

７
年

度
本

年
度

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

１
４

年
度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

令
和

１
４

年
度

他
会

計
負

担
金

令
和

１
５

年
度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
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様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

【
農

業
集

落
排

水
事

業
】

（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

４
年

度
令

和
５

年
度

本
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
決

算
見

込
）

１
．

(A
)

7
,9

4
1

8
,3

8
1

1
0
,9

7
0

1
1
,5

5
7

1
1
,7

0
2

1
1
,8

4
7

1
5
,5

9
2

1
5
,7

8
3

1
5
,9

7
6

1
6
,1

3
8

2
1
,1

9
3

2
1
,4

0
6

(1
)

7
,9

4
1

8
,3

8
1

1
0
,9

7
0

1
1
,5

5
7

1
1
,7

0
2

1
1
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行
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第

1
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よ
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よ
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収
益
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収
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0
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よ
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又
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損
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累
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７
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度
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和
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収
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収
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給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

計

そ
の

他

令
和

１
２

年
度

令
和

１
２

年
度

令
和

１
４

年
度

他
会

計
負

担
金

令
和

１
５

年
度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
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経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

5
年

度
決

算
）

沖
縄

県
　

豊
見

城
市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例
1
9
.
3
3

3
,
4
1
9
.
6
1

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法
適

用
下

水
道

事
業

公
共

下
水

道
Bb
1

非
設

置

普
及

率
(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

66
,1

01

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経
常
収
支
比

率
：

10
0％

を
上

回
っ

て
い

る
が

、
一

般
会

計
か
ら
の
基
準

外
繰

入
金

に
依

存
し

て
い

る
状

況
で

あ
り

、
使
用
料
の
適
正

化
が

必
要

で
あ

る
。

②
累
積
欠
損
金

比
率

：
0％

で
推

移
し

て
い

る
。

③
流
動
比
率
：

10
0％

を
下

回
っ

て
お

り
、

適
正

な
経

営
状

況
で
は
な
い
。

特
に

使
用

料
の

適
正

化
に

よ
り

流
動

資
産

を
改
善
し
、
他
会

計
借

入
金

依
存

を
是

正
す

る
必

要
が

あ
る

。
④
企
業
債
残
高

対
事

業
規

模
比

率
：

類
似

団
体

及
び

全
国

平
均
値
を
上
回
っ

て
お

り
、

収
益

性
に

対
し

事
業

規
模

が
大

き
い
状
況
に
あ
る

。
昨

年
度

よ
り

34
.7
5％

下
回

っ
た

が
未

だ
良
好
と
は
言
え

ず
、

早
急

に
使

用
料

の
適

正
化

が
必

要
で

あ
る
。

⑤
経
費
回
収
率

：
10
0％

以
上

が
必

要
で

あ
る

が
、

大
き

く
下
回
っ
て
お
り

、
使

用
料

で
賄

う
べ

き
経

費
を

賄
え

て
い

な
い
状
況
で
あ
る

。
⑥
汚
水
処
理
原

価
：

昨
年

度
よ

り
も

2.
71
円

高
く

な
っ

て
い

る
が
、
全
国
及

び
類

似
団

体
平

均
値

よ
り

下
回

っ
て

い
る

。
⑦
施
設
利
用
率

：
処

理
施

設
を

有
し

て
い

な
い

た
め

該
当

な
し
。

⑧
水
洗
化
率
：

公
共

用
水

域
の

水
質

保
全

等
の

観
点

か
ら

1
0
0
％
が
望
ま
し

い
が

、
当

該
値

は
下

回
っ

て
い

る
。

使
用

料
収
入
確
保
の

た
め

に
も

、
今

後
も

水
洗

化
率

向
上

に
努

め
る
必
要
が
あ
る

。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
71

.7
5

74
.3
4

10
0.
00

1,
34

2

自
己

資
本

構
成

比
率

(
％

)

48
,8

58
5
.
6
4

8
,
6
6
2
.
7
7

【
】

令
和

5
年

度
全

国
平

均

①
有
形
固
定
資

産
減

価
償

却
率

：
全

国
及

び
類

似
団

体
平

均
値
よ
り
下
回
っ

て
い

る
が

、
管

渠
老

朽
化

率
や

管
渠

改
善

率
の
状
況
を
踏
ま

え
、

今
後

の
対

策
を

分
析

検
討

す
る

必
要

が
あ
る
。

②
管
渠
老
朽
化

率
：

昭
和

60
年

供
用

開
始

で
、

耐
用

年
数

を
超
え
る
管
渠
が

な
い

た
め

当
該

値
0％

だ
が

、
今

後
は

順
次

更
新
時
期
を
迎

え
る

た
め

、
施

設
の

老
朽

化
に

備
え

る
必

要
が
あ
る
。

③
管
渠
改
善
率

：
耐

用
年

数
を

超
え

る
も

の
が

な
い

た
め

0
％
と
な
っ
て

い
る

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

　
経
営
収
支
比

率
、

企
業

債
残

高
対

事
業

規
模

比
率

、
経

費
回
収
率
の
値
か

ら
、

企
業

債
や

他
会

計
か

ら
の

借
入

金
に

依
存
し
た
経
営
で

あ
る

こ
と

が
示

さ
れ

て
い

る
。

　
令
和
6
年
4
月
よ

り
下

水
道

使
用

料
（

公
共

下
水

道
）

の
値

上
げ
改
定
を
行

い
、

収
入

の
確

保
を

図
る

見
込

み
で

あ
る

が
、
今
後
も
引

き
続

き
使

用
料

の
適

正
化

を
図

り
、

経
営

状
況
を
改
善
し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

※
　
「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団
体
平
均
値
及
び
全
国
平
均
を
算
出
し
て
い
ま
す
。
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00
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00
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00
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00
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均

値
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35
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94
.0
0

96
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⑦
施
設
利
用
率

(％
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経
営

比
較

分
析

表
（

令
和

5
年

度
決

算
）

沖
縄

県
　

豊
見

城
市

業
務

名
業

種
名

事
業

名
類

似
団

体
区

分
管

理
者

の
情

報
人

口
（

人
）

面
積

(
k
m
2
)

人
口

密
度

(
人

/
k
m
2
)

グ
ラ

フ
凡

例
1
9
.
3
3

3
,
4
1
9
.
6
1

■
当

該
団

体
値

（
当

該
値

）
法
適

用
下

水
道

事
業

農
業

集
落

排
水

F2
非

設
置

普
及

率
(
％

)
有

収
率

(
％

)
1
か

月
2
0
ｍ

3
当

た
り

家
庭

料
金

(
円

)

66
,1

01

処
理

区
域

内
人

口
(
人

)
処

理
区

域
面

積
(
k
m
2
)

処
理

区
域

内
人

口
密

度
(
人

/
k
m
2
)

－

2
.
 
老

朽
化

の
状

況
に

つ
い

て

類
似

団
体

平
均

値
（

平
均

値
）

分
析

欄

1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
1
.
 
経

営
の

健
全

性
・

効
率

性
に

つ
い

て

①
経
常
収
支
比

率
：

10
0％

を
下

回
っ

て
お

り
、

早
急

に
使

用
料
の
適
正
化

を
図

り
赤

字
体

質
か

ら
の

経
営

改
善

が
必

要
で
あ
る
。

②
累
積
欠
損
金

比
率

：
0％

で
あ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
が
、
全
国
及
び

類
似

団
体

平
均

値
と

比
較

し
て

も
大

幅
に

上
回
っ
て
い
る
。

昨
年

度
と

比
較

し
て

も
13
3.
95
％

高
く

な
っ

て
お
り
、
経
営

の
健

全
性

に
課

題
が

あ
る

。
③
流
動
比
率
：

10
0％

を
上

回
っ

て
い

る
が

、
他

会
計

借
入

金
に
依
存
し
流

動
資

産
が

一
時

的
に

多
く

な
っ

て
い

る
た

め
で
あ
り
、
実
際

に
は

短
期

的
な

支
払

能
力

が
十

分
と

は
言

え
な
い
状
況
で
あ

る
。

④
企
業
債
残
高

対
事

業
規

模
比

率
：

類
似

団
体

及
び

全
国

平
均
値
を
上
回
っ

て
お

り
、

収
益

性
に

対
し

事
業

規
模

が
大

き
い
状
況
に
あ
る

。
昨

年
度

よ
り

14
.4
4％

高
く

な
っ

て
お

り
、
早
急
に
使

用
料

の
適

正
化

が
必

要
で

あ
る

。
⑤
経
費
回
収
率

：
10
0％

以
上

が
必

要
で

あ
る

が
、

大
き

く
下
回
っ
て
お
り

、
使

用
料

で
賄

う
べ

き
経

費
を

賄
え

て
い

な
い
こ
と
を
示
し

て
い

る
。

⑥
汚
水
処
理
原

価
：

昨
年

度
よ

り
も

11
.9
3円

高
く

な
っ

て
い
る
が
、
全
国

及
び

類
似

団
体

平
均

値
よ

り
も

下
回

っ
て

い
る
。

⑦
施
設
利
用
率

：
10
0％

を
超

え
て

お
り

施
設

の
処

理
能

力
以
上
に
処
理
が

必
要

と
な

っ
て

い
る

。
⑧
水
洗
化
率
：

公
共

用
水

域
の

水
質

保
全

等
観

点
か

ら
1
0
0
％
が
望
ま
し

い
が

、
当

該
値

は
下

回
っ

て
い

る
。

使
用

料
収
入
確
保
の

た
め

に
も

、
今

後
も

水
洗

化
率

向
上

に
努

め
る
必
要
が
あ
る

。

資
金

不
足

比
率

(
％

)

-
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.4
2

3.
00

10
0.
00

1,
34

2

自
己

資
本

構
成

比
率

(
％

)

1,
97

0
0
.
3
9

5
,
0
5
1
.
2
8

【
】

令
和

5
年

度
全

国
平

均

①
有
形
固
定
資

産
減

価
償

却
率

：
全

国
及

び
類

似
団

体
平

均
値
よ
り
下
回
っ

て
い

る
が

、
管

渠
老

朽
化

率
や

管
渠

改
善

率
の
状
況
を
踏
ま

え
、

今
後

の
分

析
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
②
管
渠
老
朽
化

率
：

平
成

15
年

供
用

開
始

で
管

渠
の

耐
用

年
数
を
超
え
る
も

の
が

な
い

た
め

、
0％

と
な

っ
て

い
る

。
③
管
渠
改
善
率

：
耐

用
年

数
を

超
え

る
も

の
が

な
い

た
め

、
0
％
と
な
っ
て

い
る

。

2
.
 
老

朽
化

の
状

況

全
体

総
括

経
営
収
支
が
赤

字
と

な
り

、
欠

損
金

も
継

続
し

て
発

生
し

て
お
り
健
全
な
経

営
と

は
い

え
な

い
状

況
で

あ
る

。
汚

水
処

理
原
価
は
全
国
及

び
類

似
団

体
と

比
べ

て
低

い
も

の
の

、
経

費
回
収
率
が
低
い

。
ま

た
事

業
規

模
に

対
す

る
企

業
債

残
高

が
未
だ
高
い
。
令

和
6年

4月
よ

り
下

水
道

使
用

料
（

農
業

集
落

排
水
事
業
）
の

値
上

げ
改

定
を

行
い

、
収

入
の

確
保

を
図

る
見
込
み
で
あ
る

が
、

今
後

も
引

き
続

き
使

用
料

の
適

正
化

を
図
り
、
経
営
状

況
を

改
善

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

※
　
「
経

常
収

支
比

率
」

、
「

累
積

欠
損

金
比

率
」

、
「

流
動

比
率

」
、

「
有

形
固

定
資

産
減

価
償

却
率

」
及

び
「

管
渠

老
朽

化
率

」
に

つ
い

て
は

、
法

非
適
用
企
業
で
は
算
出
で
き
な
い
た
め
、
法
適
用
企
業
の
み
の
類
似
団
体
平
均
値
及
び
全
国
平
均
を
算
出
し
て
い
ま
す
。
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供用開始年月日 昭 和 60 年 10 月 1 日

処理区域内人口 48,856人

計算期間 自　R6年4月至　R10年3月　

（　4　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

320,703 430,568 430,568

0

544,165 572,211 572,211

864,868 1,002,779 0 1,002,779

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

3,665 4,728 0 4,728

0 150 0 150

609 590 0 590

7,177 9,923 894 9,029

57 293 0 293

11,508 15,684 894 14,790

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 0 0 0 0

福 利 費 0 0 0 0

13,119 19,903 0 19,903

1,282 5,512 0 5,512

0 0 0 0

18,720 24,244 0 24,244

9,216 13,584 895 12,689

439 657 0 657

42,776 63,900 895 63,005

給 料 7,118 8,652 26,195 -17,543

諸 手 当 4,281 6,648 1,100 5,548

福 利 費 2,255 2,715 730 1,985

0 0 0 0

620 1,046 0 1,046

0 95 0 95

0 0 0 0

2,625 3,818 0 3,818

1,538 6,794 0 6,794

18,437 29,768 28,025 1,743

給 料 0 0 0 0

諸 手 当 2,431 2,734 0 2,734

福 利 費 0 0 0 0

205,134 213,049 0 213,049

12,076 13,504 0 13,504

33,268 34,108 0 34,108

252,909 263,395 0 263,395

49,857 65,182 7,289 57,893

480,034 495,359 197,277 298,082

0 0 0

529,891 560,541 204,566 355,975

855,521 933,288 234,380 698,908

一
 
般
 
管
 
理
 
費

薬 品 費

小 計

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

小 計

合 計 (Y)

小 計

企 業 債 取 扱 諸 費

資
本
費

支 払 利 息

雨
水
処
理
・
排
水
設
備
費

減 価 償 却 費

そ の 他

委 託 料

人
件
費

動 力 費

人
件
費

小 計

人
件
費

そ の 他

委 託 料

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

小 計

ポ
ン
プ
場
費

管
渠
費

人
件
費

給 料

そ の 他

修 繕 費

材 料 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

金　　　　　　　　額

金　　　　　　　　額

収　入　の　部

支　　出　　の　　部

項 目

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

原価計算表

項 目

使 用 料 (X)

原価計算表（公共下水）
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　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

金　　　　　　　　額
支　　出　　の　　部

項 目

464,518

1,163,426

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.37

＜使用料水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる
場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に
係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄
は、「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営
環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

・経営戦略期間中における下水道事業（農業集落排水事業を含む全事業）における収支均衡を図るため，令和6年度からは他会計借入金の解消目
的に1億円増収(現行比約30％増)の使用料改定を行う計画です。また、今後は3-5年後毎に段階的な経営改善を行うため、使用料改定の必要性に
ついての検討を行います。
・令和６年度から令和９年度までの使用料算定期間において、使用料対象経費に対する使用料収入の割合は、6割程度の回収率となっており、大変
厳しい事業運営となっています。さらに、将来の更新需要に備え、平均資産残高の３％の資産維持費を加算した場合の回収率は4割程度となり、今
後、持続的に安定的な事業運営を行うため、必要な経営改善を継続して行う必要があります。
　今後は、単身世帯の増加や節水型社会の進行等により、使用料収入の大幅な増収は難しいことから、定期的に原価計算表による使用料水準の
検討も引き続き行っていく必要があります。
・各支出項目は物価上昇等を反映し、10-33％の加算を行っています。

*令和４年１月２５日付け総務省通知『「経営戦略」の推進について』の「経営戦略のひな型様式」に追加された原価計算表を参考にして総括原価の
算定を行っています。
*資産維持費＝対象資産（R6-9年度の期首期末における有形固定資産の平均額×資産維持率（3％）にて算出しています。

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料対象経費 （ Y ） ＋ （ Z ）

原価計算表（公共下水）

30



供用開始年月日 平 成 15 年 4 月 1 日

処理区域内人口 1,932人

計算期間 自　R6年4月至　R10年3月　

（　4　年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

7,941 10,844 10,844

0 0

34,833 29,226 29,226

42,774 40,070 0 40,070

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

0 0 0

諸 手 当 0 0 0

福 利 費 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

給 料 0 2,693 2,693

諸 手 当 409 2,505 176 2,329

福 利 費 91 0 0

4,026 6,086 6,086

0 913 913

0 0 0

449 525 525

5,016 6,451 6,451

1,537 168 168

11,528 19,341 176 19,165

給 料 0 0 0

諸 手 当 0 0 0

福 利 費 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

給 料 0 0 0

諸 手 当 0 0 0

福 利 費 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

1,278 2,822 22 2,800

38,065 36,170 36,170

0 0 0

39,343 38,992 22 38,970

50,871 58,333 198 58,135合 計 (Y)

小 計

小 計
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費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

使 用 料 (X)

原価計算表

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額
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　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

28,781

86,916

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 0.12

＜使用料水準についての説明＞

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料対象経費 （ Y ） ＋ （ Z ）

・経営戦略期間中における下水道事業（農業集落排水事業を含む全事業）における収支均衡を図るため，令和6年度からは他会計借入金の解消目
的に1億円増収(現行比約30％増)の使用料改定を行う計画です。また、今後は3-5年後毎に段階的な経営改善を行うため、使用料改定の必要性に
ついての検討を行います。
・令和６年度から令和９年度までの使用料算定期間において、使用料対象経費に対する使用料収入の割合は、2割程度の回収率となっており、大変
厳しい事業運営となっています。さらに、将来の更新需要に備え、平均資産残高の３％の資産維持費を加算した場合の回収率は1割程度となり、今
後、持続的に安定的な事業運営を行うため、必要な経営改善を継続して行う必要があります。
　今後は、単身世帯の増加や節水型社会の進行等により、使用料収入の大幅な増収は難しいことから、定期的に原価計算表による使用料水準の
検討も引き続き行っていく必要があります。
・各支出項目は物価上昇等を反映し、10-33％の加算を行っています。

*令和４年１月２５日付け総務省通知『「経営戦略」の推進について』の「経営戦略のひな型様式」に追加された原価計算表を参考にして総括原価の
算定を行っています。
*資産維持費＝対象資産（R6-9年度の期首期末における有形固定資産の平均額×資産維持率（3％）にて算出しています。

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる
場合に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に
係るもの）を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄
は、「下水道使用料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営
環境等の実情に応じ、料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。
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